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（午前１０時００分）  

◇開議の宣告 

○議長（梅澤益美君） 皆さんおはようございます。 

ただいまの出席議員数は16人で、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開 

きます。 

───────────────────────────────────────── 

◇日程の報告 

○議長（梅澤益美君） 本日の日程は、町政に対する一般質問及び上程案件の委員会付託、請 

願・陳情の上程であります。 

───────────────────────────────────────── 

◇町政一般に対する質問 

○議長（梅澤益美君） これより町政に対する一般質問を行います。 

質問はお手元に配付してあります文書表の順で行います。 

なお、ご承知のことでありますが、最初の質問及び答弁は登壇して行い、再質問及び再質 

問に対する答弁は自席でお願いします。 

最初に、中陣將夫君。 

〔１１番中陣將夫君登壇〕 

○１１番（中陣將夫君） 11 番の中陣であります。さきに通告してあります１点について、き 

ょうは質問をさせていただきます。 

まず初めに、いわゆる委託業務というのはどういうことを指すのか、まずお尋ねをいたし 

たいと思います。 

次に、今回の質問の主たるものは、朝日町有害鳥獣捕獲隊について質問をさせていただき 

ます。 

まず、隊員の資格はどのようにしてあるのかということであります。 

次に、有害鳥獣捕獲、あるいは駆除の計画についてお聞かせ願いたいと思います。 

また、捕獲隊員の指導に当たって、どのようにして行われておるのかの現状をお聞かせ願 

いたいと思います。 

そしてまた、今回不幸にして、一昨年８月に発生した散弾銃の誤射による負傷者への対応 

はどのようになっているのか。この点について質問をさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

ただいまの中陣將夫君の質問に対する答弁を求めます。 

件名１、委託業務と町の対応について、要旨(1)を、産業建設課長。 

〔産業建設課長朝倉 茂君登壇〕 

○産業建設課長（朝倉 茂君） それでは、中陣將夫議員の、件名の委託業務と町の対応につ 

いての要旨であります有害鳥獣の捕獲隊員の現状についてお答えをいたします。 

有害鳥獣の捕獲は、野生鳥獣が農作物や人などに対し害を及ぼす場合に、必要に応じ、許 

可を得てその鳥獣を捕獲するもので、富山県有害鳥獣捕獲要綱で定められた条件を満たす者 

の中から市町村長が猟友会に委託し、有害鳥獣捕獲隊として編成されているところでありま 

す。 

その条件として、朝日町に居住し、第１種または第２種の狩猟者登録をしている者。それ 

から、狩猟災害共済または狩猟者災害保険に加入し、５年以上の狩猟経験を有する者。さら 

には、町からの要請に随時出動でき、過去に鳥獣関係法令に違反したことのない者で、これ 

らのすべての条件を満たすこととし、当町では、朝日町猟友会員の中から18名の捕獲隊員を 

編制し、被害防止に対処しているところであります。 

有害鳥獣の捕獲実施に当りましでは、個々の鳥獣によって対処の方法が異なりますが、カ 

ラスにつきましては、被害の多く発生します春から秋にかけまして、捕獲日を定め、捕獲隊 

員全員で一斉捕獲を行っております。 

熊につきましては、被害が出てからでは遅いため、出没の状況などを十分調査し、ポイン 

トを絞ってわなを設置するなど、的確に捕獲できるよう努めているところであります。 

また、猿につきましては、富山県において特定鳥獣として指定されていることから、保護 

管理計画を策定し、年間を通じて捕獲を実施しておりますが、これらの捕獲作業前には、町 

と捕獲隊員とで十分な打ち合わせと徹底した事故防止に関する確認を行い、捕獲を行ってき 

たところであります。 

また、捕獲に当たっては銃器を使用することから、町独自でも捕獲隊員のハンター保険に 

加入し、さらに捕獲隊員においては大日本猟友会が加入する共済保険などにも加入し、不測 

の事態に備えてきたところであります。 

不幸にも一昨年起きました事故につきましては、町が個々で加入している保険会社と連絡 

調整し対処しているところでありますが、このような事故が二度と起きないよう、今後とも 

再発防止の指導徹底を行ってまいりたいと考えております。 
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以上であります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） いわゆる委託業務というのは、委託される側、委託する側があるわ 

けであります。そうした中で、お互いに非常にリスクの高い作業であるだけに、双方契約を 

交わすということが必要かと思いますけれども、そういったことがあるのですか。お答え願 

いたいと思います。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの委託業務について答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 当然、町の有害鳥獣捕獲隊と町と委託契約を結び、さらに個々 

の隊員から誓約書を書いていただきまして、それに基づいて委託業務を行っているというと 

ころであります。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） 捕獲に当たっては、許可書、許可が要ると。いわゆる町長の公印が 

要るということをうかがっておるわけでありますが、そのとおりですか。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） カラスにつきましては、町の、いわゆる町長の許可で捕獲し 

ますし、猿、それから熊につきましては、県の許可を得て捕獲作業を実施しております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） これは捕獲という反面、「駆除」という言葉もあるわけであります 

が、捕獲と駆除の違いがあるわけですか。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 数年前まで「駆除」という言葉を使用しておりましたが、今、 

「駆除」という言葉は使わなくなりまして、「捕獲」という言葉で対処しております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 
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中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） 例えば熊が出没したら射殺すると。そしてまた、猿が出たら撃ち殺 

す。そしてまた、カラスについては銃器で撃ち落とすということが捕獲という形になるのか 

わかりませんけれども、やはり彼らにも彼らの命があるわけでありまして、そういう観点か 

らいくと、里山を整備するということが非常に大切なことではなかろうかというふうに思う 

わけであります。例えば山林で捨てた人間の食べ物、そういう残飯と言われるものを管理す 

るということも大変必要なことであろうというふうに思います。 

そしてまた、町等でごみの回収が行われておる。各地区で、かなりのごみ集積場所では金 

網が使われてカラスが近づけないような状態に持っていくことも、カラスにとっても必要な 

ことではないかと。まだ袋のまま、網がかぶさっておるだけのところには、やはりカラスが 

近寄ってくるわけであります。そういうところからして、金網にしますと、全くカラスはそ 

こからいなくなるということであります。 

そういうことで、現在町では金網、あるいは網等の普及の状況、金網はまだかなり設置し 

ていないところがあるというふうに思いますけれども、どのような割合になっておるかお聞 

かせ願いたいと思います。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 金網、いわゆるごみの集積場の金網の設置状況については、 

私どもちょっと把握していない面がございますので、後ほど担当課から確認してまた説明さ 

せていただきたいと思います。 

○議長（梅澤益美君） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１２分）  

〔休憩中〕 

（午前１０時３６分）  

○議長（梅澤益美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

先ほどの中陣將夫君のネットとごみステーションの問題について、まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（永口明弘君） それでは、ごみステーションにつきまして、状況をご 

説明させていただきたいと思います。 

ごみステーションにつきましては、各町内会の要望を受けまして、ごみ集積かごの設置補 

助を行って、各町内会の責任管理のもとに設置をしていただいております。 
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町の全体の数は391カ所ございます。そのうち、かごによる密封型が308カ所、それからシ 

ートとかネットにより対応しているところが41カ所、そして何もないというオープンになっ 

ておるところが42カ所でございます。このオープンにつきましては、ほとんど泊１区・２区・ 

３区の地区でございまして、それ以外の地区はネット型かかご型になっております。 

それと、カラスの状況につきまして、収集業者等とその巡視の報告、最近の報告でござい 

ますが、カラスが群れておるのは二、三カ所程度で、かごに群れておるよりも田んぼのど真 

ん中に百羽ほどどかんと群れておるという状況を聞いておりまして、えさはどうしておるん 

だろうかなという思いをしておりますけれども、こういったカラスの群れが少なくなったと 

いうのは、各町内会に配置しております環境美化推進員の皆様、そういった方々のご指導、 

それから町内会のご協力によりまして、その設置しております場所自体がとてもきれいにな 

ってきているのではないかなというふうに喜ばしく思っております。 

また、これからも地域美化推進員との会合を通じましてこれらへのご協力を呼びかけてい 

きたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） 私の質問の仕方も悪かったのかと思いますけれども、やはり熊、猿、 

カラス等については、特に今、金網ということはカラスであるわけであります。そういうよ 

うなことで、徹底して管理すれば、カラスはえさがないところには集まらないわけでありま 

す。自然に去っていくわけであります。そういうことで、今ほどまちづくり振興課長からる 

る説明があったことで尽きておるわけであります。 

そういう中で、先ほども申し上げましたけれども、この捕獲隊というのは非常にリスクが 

高いという中で、年間通してどれほどの講習会等を開いて指導徹底されておるのか。そして 

また、そこに課長が同席して指導する立場にあるのか。だれが指導する立場にあるのかお答 

え願いたいと思います。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの捕獲隊に対する質問であります。答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 捕獲隊につきましては、定期的な打ち合わせをやっておりま 

して、ただ法令的なものを含めまして、これは行政のほうできちっとした説明なり指導をす 

るわけですが、やはり基本的な銃に関するものについては、捕獲隊の代表者で説明をされて 

おります。 
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○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） そういう中で、先ほど相対するところと、捕獲隊と契約を交わして 

おるということであったわけでありますが、今回、不幸にして事故が起きたわけであります。 

その事故に対する対応は、契約の中ではどうなっておるのかお答え願いたいと思います。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 詳しく申し上げますと、委託契約の中に「事故の処理」とい 

う項目をとってございます。この中では、基本的には朝日町猟友会が責任を持って対処する 

という項目がうたわれております。そういった意味で、今回はこの項目に従って対処させて 

いただいておるわけですが、先ほども言いました、こういったことが当然予想されることか 

ら、町は、町独自としての保険、それから猟友会としての保険、それから個人としての保険、 

３つの保険でこれらの事故処理に当たらせていただいておるということであります。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） そういうものだろうなというふうには思いますけれども、今回の事 

故は負傷者がおって、それに対する相手方がおられるわけであります。そういう中で、この 

契約の場合は当事者同士が解決していただきたいということで、そのことの事後処理は当事 

者がやるべきであって、町がそれにかかわらないという契約になっておると聞いたわけであ 

りますが、そのとおりですか。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 金銭的なものについては、そういった保険の中で対処するこ 

とになっておりますが、それ以外のものについても、町は誠心誠意対処させていただいてお 

るというところであります。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） そういうことで１年半が経過したというふうにお伝えしたわけであ 

りますが、町当局、いわゆる委託した側から今回の負傷者に対して、お見舞いという形で病 

院に出向かれたことがあるのかないのかお尋ねいたします。 
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○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 当然病院もさることながら、担当も含めまして、本人も含め 

て何回もお会いし、一応その状況をお聞かせいただいております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） 私がお尋ねしたのは、もちろん今ほど課長の説明にありましたよう 

に、保険等の形でいろいろと出向いておられるということは聞いたわけであります。ただ、 

私が今申し上げますのは、けがを負った負傷者が長きにわたって病院に入院を余儀なくされ 

たという中で、私は少なくとも義務はないんだろうと思いますけれども、町の幹部のだれか 

が見舞いをされるのが本来の姿ではないかと思いますけれども、その点についてお答えを願 

いたいと思います。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 見舞いの仕方にはいろいろあるかと思いますが、私ども誠心 

誠意、今後とも見守ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） いや、見守っているって……。行っておられないわけですね、見舞 

いには。今、この段階で。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

産業建設課長。 

○産業建設課長（朝倉 茂君） 一応私も見舞いには行っております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

中陣將夫君。 

○１１番（中陣將夫君） 町長も５期20年間の任期が目の前に迫っておるわけであります。私 

はこの20年間、町長には町の活性化のために努力していただいたことに感謝をする気持ちは 

持っておるわけであります。当初から町長はスローガンとして、町民とともに笑い、町民と 

ともに泣く、温かい心の通う町政を唱えてこられたわけであります。全く私も同感でありま 

す。また、１つのポリシーとして、「豊かで活力ある郷土・あさひ」の実現を唱えてこられ 
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たわけであります。 

そういう観点からも、１年半前、あの８月29日、初めて捕獲隊員として出向いたところで 

事故が起きたと。それ以来、負傷者の家庭の生活が一変したわけであります。もちろんカラ 

スを撃つときには、熊とは違って細かい弾が散乱するということを聞いておるわけです。そ 

して、その熱い弾が無数に入ったことによって、肉がぐちゃぐちゃになって、菌がくっつい 

たりして大変な苦労をされたと。そして、今日、医師のほうから、足を切断せざるを得ない 

という診断がおりたわけであります。家族は反対をして、現在、そのまま切断せずにおられ 

るわけでありますが、そういう中で、負傷者は、非常に当時は足が麻痺した状態で入院生活 

が続いたわけであります。その後の治療によって一部神経が回復した。特に足の指が少し動 

くようになったと。幸か不幸かその神経の一部回復によって、今度は痛みを感じるようにな 

った。１日に４時間ほど寝るのが精いっぱいだ。後は痛みに耐えているんだということを仄 

聞したわけであります。 

私はそういうことを思うときに、この事故は小さな出来事ではなかったなと。私も町民の 

１人として、もう励ます言葉もないわけであります。こういうときにこそ私は町の幹部の皆 

さんが一言でも本人に対して温かい言葉を授けることによって幾分かの心のケアにつながる 

ことを思うときに、私はやはり見舞いをしてあげて、励ましてあげていただきたいという思 

いでいっぱいであります。 

そしてまた、今回この質問をするに当たって、多くの勉強をさせていただきました。特に 

猟友会の皆様方の活動。この鉄砲というのは、多くの条件が課せられておるわけであります。 

もちろんリスクの高い鉄砲でありますから、そういう中でいろいろと苦労しながら、今日、 

地域のために町のために協力してきてもらっておることに対して、初めて知った私としては 

本当に日ごろの活動に対して敬意と感謝を申し上げるものであります。 

どうか町におかれましても、こうした１つの事故を契機として、二度と繰り返されないよ 

うに十分な配慮をしていただきたいということをご要望申し上げまして、私の質問を終わり 

ます。 

○議長（梅澤益美君） 次に、脇山勝昭君。 

〔５番脇山勝昭君登壇〕 

○５番（脇山勝昭君） ５番の脇山です。ただいま議長の指名を受けまして、さきに通告して 

あります、１、朝日町の未来について、２、指定管理者制度について、３、教育と文化につ 

いての３件についてお尋ねいたします。 
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１件目は、朝日町の未来についてお尋ねいたします。 

都市部では景気の回復も見えてきているように報道されていますが、地方においては依然 

と厳しい状況が続いており、失業率もまだ回復できていないのが現状であります。朝日町に 

おいても、その状況は同じというより、一層厳しいものがあると推察できます。また、少子 

高齢化、人口減少は、歯どめをかけるどころか、加速度をつけて進んでいることは周知の事 

実であります。 

そのような状況の中で、今議会に第４次朝日町総合計画の基本構想が提案されてきました。 

この中で、財政状況の厳しさはうたってありましたが、その解決策が具体的に示されていな 

い状況でありました。少子高齢化、人口減少、雇用の場の確保など、問題の解決には、企業 

誘致などによる地域経済の活性化が最重要課題と考えます。 

そこで、第４次朝日町総合計画作成に当たり、地域経済の活性化をどのようにとらえてい 

るのか。企業誘致、起業家の育成等の考えはあるのか。あるいは、それにかわるものの企画 

を考えているのかお聞かせください。 

また、将来的に人口減少に歯どめがかからず、厳しい財政事情も好転しにくい状況である 

ならば、合併も視野に入れておかなければいけないと思います。平成16年６月21日に１市３  

町の合併協議会が破綻し、当面の間は単独でいくという選択をとられたわけですが、しかし 

ながら町民の皆さんの間には、いまだに合併に対する希望が根強く残っております。また、 

財政難の打開策が見つからず、このまま進めば、町民の皆さんへの質の高いサービスを提供 

することが困難になることは明白であります。 

私は、町の存続は町民の皆さんへの質の高いサービスを提供し続けることができるかどう 

かで決まってくるものだと思っております。ですから、第４次朝日町総合計画の推進とあわ 

せて、合併問題も視野に入れておかなければいけないと思いますが、当町においては合併問 

題をどのように位置づけているのかお聞かせください。 

２件目は、指定管理者制度についてお尋ねいたします。 

この件につきましては、昨年の私の質問以降何度も質問に上がった項目であることは周知 

されていると思います。そもそもこの制度の目的は、多様化する住民ニーズに効果的にこた 

えるため、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図り、経費節減をも図ることを 

目的とした制度であり、また平成18年９月１日までに町直営か指定管理者を置くかのどちら 

かを選択しなければいけないという時限立法でもあります。 

しかしながら、これまでの答弁では、公募する施設はもちろんのこと、その方向性も具体 
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的に示されていない状況であります。昨日も松倉議員の同様の質問に対して、具体的な答弁 

はなかったと思われます。 

しかし、この件につきましては、地域経済の活性化にもつながることですので、対象施設、 

今後の計画をあえて再度質問させていただきますので、よろしくお聞かせください。 

３件目は、教育と文化についてお尋ねいたします。 

戦後の目覚しい高度経済の成長により世界の経済大国となった日本は、高い所得水準を実 

現しましたが、一方で環境破壊等のひずみがもたらされ、構造改革、財政改革など大きな変 

革を迫られております。情報ネットワークは、瞬時に世界をめぐることができるようになり、 

世界のどこの人とも、実際には見知らぬ人とも既知の知人であるがごとくネットコミュニケ 

ーションがとれるようになってきました。 

しかし、その反面、深く理解し合う、支え合うべき身近な人との心のコミュニケーション 

や信頼関係は、極めて表面的で浅く、危ういものとなってきています。幼少時よりテレビゲ 

ームやコンピューターゲームという視覚と聴覚のバーチャルな世界で育ち、自分の五感と感 

性を通した本当の直接的感覚を経験することが少なくなってきていると言われております。 

こんな時代の流れの中、昨今メディアでは、児童、あるいは児童を巻き込む悲しい事件が 

たびたび報道されていますが、これらの犯罪は人間関係の希薄さにあると指摘されておりま 

す。このような社会にあっては、文化の役割が非常に重要になってきていて、生身の人間同 

士のコミュニケーションを築き、創造力をはぐくむためにも必要なものとされて、大きく見 

直されてきております。そんな時代の流れと要請を受けて、平成13年 12月７日に文化芸術振 

興基本法ができたわけであります。 

さて、朝日町においては、この法律をどのようにとらえ、どのように教育現場に生かされ 

てきたのか。また、将来的にどのように対処されていくのかお聞かせください。 

以上３件につきまして、当局の真摯な答弁を求めます。よろしくお願いします。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

ただいまの脇山勝昭君の質問に対する答弁を求めます。 

件名１、朝日町の未来について、要旨(1)を、まちづくり振興課長。 

〔まちづくり振興課長永口明弘君登壇〕 

○まちづくり振興課長（永口明弘君） 脇山議員の件名１、朝日町の未来について、要旨(1)、 

地域経済の活性化についてお答えをいたします。 

地域経済の活性化につきましては、これまで農産加工グループの育成などの農業施策を初 
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めとする産業の振興や道路交通網の整備、公共下水道の着手といったインフラの整備など、 

さまざまな取り組みを進めてまいりました。とりわけ交流という視点では、朝日町農村地域 

総合交流施設「なないろＫＡＮ」や朝日ヒスイ海岸オートキャンプ場、環境ふれあい施設「ら 

くち～の」などの交流・ふれあい施設の整備、全国ビーチ、ヒスイカップなど交流イベント 

の開催、ふるさとプラザ、電気じまん市など都市との交流、それから東京朝日会や関西朝日 

会などの朝日町出身者との交流、インターネット、ホームページなどを活用した情報交流人 

口の拡大、友好都市の釜石市、全国朝日会、新潟県の旧青海町や長野県の白馬村との交流な 

ど、さまざまな交流に努めてまいりました。 

このように、朝日町の豊かな自然や文化、スポーツ、そして観光資源など、多彩な地域資 

源を活用し、より一層交流を活性化させることは、地域の活力を進める上で重要なものであ 

るというふうに考えております。 

第４次朝日町総合計画基本構想では、「自然と環境～人にやさしい町づくり～」分野の「産 

業の振興」の部門において、時代の変化に対応した産業構造への転換を図るとともに、朝日 

町の持つさまざまな地域資源を生かしながら、地域産業の活性化を図り、地域の活力を創造 

するため、観光や交流、地域産業の連携を効果的に進めながら、活気に満ちたまちづくりを 

推進することとして、「農業」「林業」「水産業」「商業」「工業」「観光」の項目にわけて施策を

掲げております。 

企業誘致につきましては、昭和52年に朝日町鉄工団地を整備し、61年に朝日電子株式会社、 

62年には株式会社トータルサウンドスタック朝日工場が創業しております。その後、平成６  

年には朝日町企業団地開発予備調査を実施し、幾つかの企業の会社訪問を行って、候補地を 

示して誘致活動をしてまいりましたが、企業誘致の実現にまでは至っていないのが現実であ 

ります。また、既存の企業に対しても、雇用対策としまして朝日町雇用創出奨励金を交付し 

て雇用の創出に努めておりますが、今後とも地域の特性を生かしながら企業誘致や既存企業 

の育成をしてまいりたいと考えております。 

起業家の養成につきましては、近年、経営者の高齢化と後継者不足による廃業が全国的な 

現象として問題化しております。このような中で、町では、泊高校商業科生徒による商業体 

験事業「ショップとまちゃん」に次代の起業家となる可能性を期待しているところでもあり 

ますし、この事業に対しては中小商業活性化事業補助金を通して支援してきたところであり 

ます。 

また、商工会では、県の補助を活用されまして、平成14年から毎年創業支援セミナーを開 
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催し、起業家の養成に努めておられます。 

いずれにいたしましても、地域経済を活性化して活力あるまちづくりを進めるためには、 

企業の誘致や既存企業の育成、そして交流人口の拡大など、産業の振興に努めていく必要が 

あると思いますので、努力してまいりたいというふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、件名１、朝日町の未来について、要旨(2)及び件名２、指定管理者制度について、要 

旨(1)を、総務政策課長。 

〔総務政策課長吉田 進君登壇〕 

○総務政策課長（吉田 進君） 脇山勝昭議員、件名１、朝日町の未来についての要旨(2)、合 

併問題についてお答えいたします。 

合併協議につきましては、議員もご承知のとおり、黒部市・宇奈月町・入善町・朝日町合 

併協議会を設置し、１市３町での合併に向けての議論を重ねてまいりました。しかしながら、 

新市の名前は「黒部市」で調整がなされましたが、庁舎の位置をめぐって調整がつかず、平 

成16年６月に合併協議会が解散となったところであります。 

今後の合併につきましては、相手のある話でもありますので、当面は単独行政を行ってい 

くこととし、町といたしましては、これまで役場組織のスリム化、行政運営の効率化を図る 

ため、町長部局に９つあった課を５つに減らすといった機構改革や、収入役を廃止するなど 

の改革を行ってまいりました。 

今後さらに厳しさの度合いが増すと考えられる国及び地方の財政状況を踏まえ、より一層 

の行財政改革に取り組むことが重要であると考えております。当町の財政運営の見通しとい 

たしましては、昨年末に今後の地方税財政を大きく左右いたします三位一体の改革が決着し、 

３兆円規模の税源移譲がなされることになったものの、平成19年度以降の第２期改革につい 

ては全く方針が定まっていないことから、行き先は不透明な状況であります。 

また、国の経済財政諮問会議においては、現在、地方交付税制度について抜本改革に着手 

し、不交付団体の比率を50％にするよう目指すべきといった議論がなされていることなどか 

らも、中・長期の財政見通しを立てることは非常に困難でありますが、いずれにいたしまし 

ても、厳しい地方財政の状況を踏まえ、より効率的な行政システムを確立するため、さらな 

る行財政改革を進めるとともに、国・県の動向や財源の見通しを見きわめた健全な財政運営 

を図っていかなければならないものと考えております。 
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次に、指定管理者制度についてお答えいたします。 

昨日の代表質問で町長が申し上げましたが、指定管理者制度は公共施設の管理を民間事業 

者等に委託し、民間のノウハウを活用しようとする制度であります。 

町有施設につきましては、地区からの要望により整備を行ったことから、その維持管理を 

全面的に地区に任せている施設や、公益性は高いが収益が低いため、これまでどおり町直営 

で管理せざるを得ない施設が多数あります。 

また、現在第３セクター等に委託している施設につきましても、これまでの実績を考慮し 

ますと、公募するのではなく、今までどおり管理を任せたほうが有効と思える施設が多々あ 

ります。 

町といたしましては、指定管理者制度の導入につきましては、公募の適否も検討した上で 

結論を出してまいりたいと考えております。 

以上であります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、件名３、教育と文化について、要旨(1)を、教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長稲荷 優君登壇〕 

○教育委員会事務局長（稲荷 優君） 件名３、教育と文化について、要旨(1)、文化芸術振興 

基本法における教育についてにお答えいたします。 

文化芸術振興基本法は、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の 

責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めること 

により、文化芸術に関する活動を行う者の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興 

に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄 

与することを目的として、平成13年に制定されたものであります。 

町では、町美術展やあさひ芸能文化祭、生涯学習フェスティバルを初め、ふるさと美術館 

においての展覧会等を開催し、より多くの町民が文化芸術に親しめるよう、幅広い文化芸術 

活動の推進を行っているところでございます。 

教育現場におきましては、今年度、中高連携推進事業の一環として、10月に寺内タケシと 

ブルージーンズのライブコンサートを行い、すぐれた芸術文化に触れる機会を通じて、生徒 

の芸術文化等に対する関心や理解を深め、豊かな人間性をはぐくむための事業を実施したと 

ころでございます。 

各小学校では、今年度、民話芸術座の「火の鳥」の演劇鑑賞や、声楽家を招いた音楽会な 
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どを開催しており、文化芸術に親しむ機会を設けております。 

また、クラブ活動においては、地域の方を講師として茶道や囲碁などの日本の伝統文化に 

触れ合う活動を展開し、情操教育の一環に取り組んでいるところでございます。 

さらに、各地域においても、獅子舞や田植祝唄などの伝統文化の継承活動が行われており、 

子どもたちが、地域の伝統文化に対する関心や理解を深めることが心豊かな人間性をはぐく 

むものとして重要であると考えております。 

現在、文化庁の外郭団体であります財団法人伝統文化活性化国民協会の伝統文化に対する 

継承活動への助成制度を、各自治振興会を通じて案内し、平成18年度採択に向けて４団体が 

現在申請しているところでございます。 

いずれにいたしましても、文化芸術は人々の心を豊かにし、創造性をはぐくみ、表現力を 

高めるとともに、人々の心のつながりにとって重要な意味を持つものと認識しており、今後 

も文化芸術の振興や支援を行いながら、文化の香り高いまちづくりを進めてまいりたいと考 

えております。 

以上でございます。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） ただいまは答弁ありがとうございました。二、三再質問をさせていた 

だきたいと思います。 

まず、最初の朝日町の未来について、件名１の要旨(1)、地域経済の活性化について、ここ 

をお聞きしたいわけですが、やはり朝日町の将来的な財政状況、活性化を考えますと、一番 

いいのが、企業誘致に向かって一生懸命努力するということが肝心だろうと思います。今の 

答弁の中では、10年以上も新しい企業が朝日町に入ってこない。そこは、一体企業側にだけ 

問題があったのか、そういうことを考えるわけですね。誘う側のほうの町として、何か努力 

が足りなかったのではないかということも考えるわけです。まずその辺を踏まえて、企業と 

いうものも、時代の流れによっていろいろ多種多様化してまいります。起業家、そういうも 

のを踏まえたときに、当町はどういったスタンスで今後企業の誘致をしていくのか。力強い 

意志があるのかということをもう一度お聞かせください。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

まちづくり振興課長。 
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○まちづくり振興課長（永口明弘君） 現在の経済情勢を皆さんが言われるわけなのですが、 

その中で一番言うのは、景気的には少し上向いてきておるのだけれども、それは企業間、そ 

れから地域間の差がある跛行性の高いものであると。その大きな要因というのは、企業自体 

が生産の現場を海外に移してきておる。それから、もう１つは、海外から安価なものが入っ 

てきておる。そういったところが中小企業に一番打撃を与えておるという実態、これが全体 

的な実態だというふうに思います。 

もう１つ私が企業を訪問して感じたのは、１つは電子部品的な企業ですと、短期に工場誘 

致して短期に利益を上げる。そのためには、大きな敷地を短時間に造成する。それについて 

地元側のどれくらいの支援が得られるかということに大きな着目をしておられます。もう１  

つは、いわゆるコールセンターみたいなソフト的な企業ですと、それこそ千坪ほど、3,000  

平米から5,000平米ぐらいの敷地でいいのですけれども、今度は人材です。ただ電卓をたたけ 

る、パソコンを打てるだけではなくて、そのほかに英語の能力とか、最近ですと高齢者との 

対話ができるとか、それから経済的な知識を持っている。パソコン以外に何か１つのスキル 

を求めておられる。そういった人材を確保できますかといったようなところがあります。 

朝日町もこれからいろんな形の企業が来ると思いますので、まず最初には、やはり感じれ 

ば企業の訪問をして、大きなアンテナを上げて、そういった企業がどこにおるか、どういう 

ことを考えておられるかといった情報を収集することが一番大きいことではないかというふ 

うに思っております。起業家という点では、18年度から商工会のほうで、朝日・入善・宇奈 

月を担当する、地区に経営革新とか創業支援をする、そういった指導員が１人配置されると 

いうことも聞いておりますので、今後とも商工会といった関係団体ともスクラムを組んでこ 

ういった問題に取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしま 

す。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） ありがとうございました。 

要するに、今ちょっと出ましたけれども、朝日町にいろんな企業がやってくる可能性があ 

る。それを待ちたいというような受身的な発言もあったかと思います。こんな財政が厳しい 

中で受身的な発言というのは、朝日町の将来を先細りさせていくようなことだろうと思いま 

す。 

そういう思いではなくて、こちらから積極的に企業を探しに行く。起業家においてもこち 
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らから集めて、ワークショップを開く会を商工会任せにするのではなくて、町独自で起業家 

とのコミュニケーションをとっていく場を積極的にとっていく必要があるのではないかなと 

思います。でないと、第４次総合計画というのは、本当に絵にかいたもちになってしまいま 

すので、その辺はもっとしっかりやっていただくように、要望にかえておきます。 

それと、合併問題なのですが、やはりここは住民の意思でもございます。ですから、しっ 

かりここも酌みとっておかなければいけないわけです。とにかく財政状況は厳しいというだ 

けが共通認識で、発展性がないと言っておられるのと一緒ですよね。やわらかく書いてあり 

ますけれども、発展はしていかないのだ。人口減少も少子高齢化も今は歯どめがきかないの 

だという状況に来ておるわけですから、やはり合併も積極的に力を入れていってもらいたい 

なと思うわけです。 

当初合併の目玉であったのは、合併しますと議員はこれだけ減りますよ、職員はこれだけ 

減りますよというのがうたい文句で、市民の間でも評価されたことであったろうと思います。 

議員のほうは定数16人から10人に削減するという方策を出しました。町のほうもいろんな課 

の編成とかでやっておられますが、昨今のほかの市町村を見ますと、職員削減計画も出して 

きておられるようですが、この職員削減計画に関してはどう考えておられるのかお聞かせく 

ださい。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

総務政策課長。 

○総務政策課長（吉田 進君） 職員の削減計画のご質問でありますけれども、町はこれまで 

職員の削減といいますか、事務事業の効率化等を目指しましてこれまでも職員の削減等にい 

ろいろ取り組んできております。それで、ここ５年、平成12年と17年の職員の比較をします 

と、約9.9％の減少であります。職員の削減については、そのように鋭意取り組んでいるとこ 

ろであります。 

今後のことも先ほど言われましたけれども、今後の見通しにつきましては、その事業等に 

よりまして適正な人員の配置が必要かと思いますので、ここでちょっと数字は、どこという 

目標は今持ち合わせておりませんので、よろしくお願いします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） 今ほど答弁にありました9.9％の減をしたというのは、これは定年退職 

等の自然減だったのではないでしょうか。 
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○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

総務政策課長。 

○総務政策課長（吉田 進君） いろんな要因があると思います。確かに平成16年に９つの課 

を５つにしたというときには、今おっしゃったような要因もございます。ただ平成12年から 

17年までの9.9％の減と申しますのは、機構の見直しとか、そういったものをトータルして出 

てきた数字だと。要するに９つの課を５つにしたとか、係を統合したというのはありえます 

ので、そういったことでの減だというふうに考えております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） 合併のときに言っておられたのが、採用。10年かけて半分に減らすと 

いうときに、職員の採用の仕方も言っておられた。２人退職すれば１人入れていけば、だん 

だん減らしていけるということも言われた。職員削減計画というのは、新規職員の採用の仕 

方にもあると思うのですが、その辺に工夫をされたことはございますか。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

町長。 

○町長（魚津龍一君） どうも議員の言われることと担当課長の言っていることとがかみ合わ 

ないと思いますから、あえて発言をさせてください。 

確かに削減計画をつくるというのは、つくれます。１つは、５つの課にいたしましたが、 

365日繁忙、忙しい課はないんですね。では、その課は、今一番忙しいのは１階におりますが、 

これは３月15日を過ぎると若干暇になる。しかしながら、徴収義務というのがございますか 

ら、その暇なときどこどこの課で仕事をせいというのはなかなか難しいのであります。 

そういうことで、私はこの館にいる、本庁にいる職員の数は適しているかなというふうに 

思っております。 

あと、削減するのは簡単であります。保育所、10カ所あります。それを幾つにするかによ 

って職員の削減がはっきりと出てくるんですね。これはきのうからも議論しておりますよう 

に、地域の皆さんの理解がないとできないわけであります。 

そんなことで、18年度予算の中で、子育てを含めて、施設整備も含めてでありますが、そ 

ういう検討をさせていただいて方向を出したいというふうに考えております。 

１つは、ひまわり幼児園。確かにゼロ歳児から預かっておりますし、子育て支援もやって 

おるわけであります。私は将来的に見ますと、朝日町はもう１カ所でいいのではないかなと 
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いうふうに思っておりますが、これは私の考え方でございますので、総合計画の中できちっ 

と方向をつけるように検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） ありがとうございました。 

とにかく住民の１人としては、質の高いサービスの低下を来さない範囲内での職員の削減 

をきちっと計画的にされて、質の高いサービスが提供できるようであれば、私はそれでいい 

と思います。ただ朝日町の財政事情を苦しめるようなものであってはならないと、そういう 

ふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。 

指定管理者制度のほうに移らせていただきます。 

何回も同じような答弁が出てきておるわけでございますが、例えばいろんな施設があって、 

地域にあるような施設は今まで地域に管理をお願いしているのだという答弁でありましたが、 

この指定管理者制度になれば、ちゃんと説明をして指定管理者制度として位置づけなければ 

いけないんですね。そういう地域にいる人たちに管理してもらっている施設に対して、ちゃ 

んと説明責任を負うことができているのか、まずここを説明してください。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

総務政策課長。 

○総務政策課長（吉田 進君） 指定管理者制度で、地区に今現在管理を委託している施設に 

説明をどうするのかということだと思いますけれども、指定管理者制度として町の施設をど 

ういったふうに指定管理者に指定するのか、それも含めまして昨日町長が17の施設を例に挙 

げてお答えしましたが、それらの施設を含めまして、指定管理者の指定について今検討して 

いるところでありまして、まだどこどこをどうするという結論は出しておりませんけれども、 

適宜そういった地区の施設についても地区に説明しながらご理解をいただきたいというふう 

に考えています。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） 何度も言いますが、これは時限立法なんですよ。ことしの９月１日ま 

でしなければいけないことで、今、この当初の３月の段階で、予算編成の時期でまだ検討中 

という言い方も私はおかしいと思うわけです。 

ただ、昨日の発言の中に、公募するより任せたいものも２つあるという答弁がありました 
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が、まず最初、この任せたいものの２つの施設の名前と理由をおっしゃってください。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

町長。 

○町長（魚津龍一君） 議員は一生懸命時限立法だとかと言われますが、私は正直言いまして、 

この指定管理者制度は、私どもの町にはなじまないと思っております。 

昨日も代表質問でお答えいたしましたのは、羽入自治会館、蛭谷自治会館、赤川自治会館 

があるわけであります。これを公募できるのかということであります。 

それから、財団法人朝日町文化・体育振興公社が朝日町文化体育センター「サンリーナ」、 

朝日町立生涯学習館、朝日町立ふるさと美術館、朝日ヒスイ海岸オートキャンプ場を管理し 

ております。これが、もしほかの方が来られると、財団法人朝日町文化・体育振興公社は解 

散しなくてはならないわけであります。そこで働いている人たちのことを考えると、多少町 

から委託として出している数字が少なくなっても働く気があるのかないのか、今、調整をし 

ておるところであります。 

次に、朝日町デイサービスセンターであります。これは社会福祉法人有磯会に委託をして 

おります。これを公募したときに、ほかの福祉施設が来た場合どうなるか。 

それから、朝日町環境ふれあい施設「らくち～の」でありますが、株式会社サンパルス、 

第三セクターであります。これにつきましては、私は解散するという方向で考えていかなく 

てはならないと思っております。 

朝日町生活改善センター、宮崎地区であります。ご存じのようにアスベストがありますの 

で、これは、近い将来と申しますか、建物は壊すべきものであるというふうに思っておりま 

す。 

朝日町農村婦人の家、山崎であります。ここには診療所があったわけであります。２階に 

は集会場があるわけであります。ここで働いておられる方は、朝日町の農産物をつくってお 

られる方でございますので、その人たちに場所をあけてくれというのは言えないと思ってい 

ます。 

朝日町農村地域総合交流促進施設「なないろＫＡＮ」でありますが、昨日も申し上げまし 

たが、有限会社あさひふるさと創造社であります。これにつきましては、出資のあり方を考 

えまして、現在なないろＫＡＮで働いている人たちにも経営者として参加していただくよう 

に、今、話を詰めております。 

朝日町若者等創作活動施設、通称「関の館」であります。これはご存じのように学校跡地 
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でつくりまして、境地区に委託をしております。朝日町地域農産物等活用型総合交流促進施 

設「カルチャーセンターみやざき」であります。これは宮崎地区であります。朝日町緑化推 

進及び多目的施設、大家庄の「華遊館」であります。委託先は大家庄地区。朝日町笹川地区 

多目的施設「共生の里さゝ郷」、これは、委託先は笹川地区であります。朝日町山崎地区多 

目的施設「山崎紅悠館」、これは山崎地区であります。 

今ほど申し上げました町内との契約でありますので、これを例えば民間的な発想で１割カ 

ットする。これは、地元はやっていけないと思っています。ご存じだと思いますが、建物の 

火災保険、それから浄化槽の基本的な料金そのものを町が払って、後は利用者負担と申しま 

すか、そういう形にしておりますので、これはいかがなものかと思っております。 

それから、朝日町森林総合利用施設「三峯グリーンランド」でありますが、これは笹川地 

区に委託をしております。この委託の金額につきましても、男性幾ら、女性幾らでございま 

すから、これを２割カットとか３割カットというのは、できる気もしますが、では笹川地区 

の皆さん、地区がやらないと言われたときにどうするか。これは全く直営で私ども職員がや 

らなくてはならないと思っております。 

それから、不動堂遺跡公園につきましては、財団法人朝日町文化・体育振興公社がやって 

おります。 

横尾海浜公園、これは社団法人朝日町シルバー人材センターであります。ご存じのように 

シルバー人材センターは、１人幾らという計算になっておりますので、これを削減いたしま 

すと、恐らく朝日町シルバー人材センターは、経営が成り立たない。 

こういうことをつまびらかに考えながら、ずっと議員からご質問されていることに答えて 

おるんですね。そこで、議員が笹川のところをもしどこかの地区にやらせてみたらどうかと 

いう提言があれば、それは地元と話をしたいと思っております。 

町の方針が決まらない限りは、指定管理者制度とはこんなものでありますということを各 

地区に、今は自治振興会でございますが、まだ言う段階ではないと思っています。そこで、 

きのうも答えておりますように、近い―時限立法を知っておるのです。だけれども、今は、 

３月議会では方向が出ていないということであります。何回聞かれても、これ以上は答える 

ことはないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） 詳しい説明をどうもありがとうございました。 
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あと１点、私の気になっているのが、「朝日町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関 

する条例」に関してでございます。 

これは平成16年３月にできまして、16年６月９日に条例が一部改正されておるわけですね。 

その５条、町長は公の施設の性格、規模、機能等を考慮し云々と書いてあります。これは町 

長がある程度自分で選択できるという文だろうかなと思いますが、確かに町有の施設におい 

て、町にある施設において指定管理者を選ぶのは非常に難しい問題も抱えているということ 

は今の答弁でわかりましたが、でもやはり公募が原則というふうになっておるわけですし、 

その中においてこの条文が最優先されるようなことになったら、公平化というものに問題を 

来すのではないかと思いますので、そこを踏まえてこの問題に対処していっていただければ 

ありがたいなという思いで、ここも要望にさせていただきます。 

最後に、教育と文化について質問させていただきます。 

昔という言い方はおかしいのでございますが、朝日町は非常に演劇の盛んな町でございま 

して、すぐれた俳優等も生み出されております。その後、そういう演劇とかというのも社会 

的な流れの中で下火になってきておるわけでございます。 

地元の児童たちも以前、10年ぐらい前でしょうか、親子劇場というのが入善にございまし 

た。そこまで行けば何とか演劇に親しんだり、そういう文化に親しんだりすることはできま 

したが、今はそういうものもやはりなくなって、子どもたちの主たる遊びはテレビゲーム、 

ファミコンに移ってきたのであります。 

そういう中で、経験でしかはぐくまれない感性というものがなかなか育たなくなってきた 

事情がございます。それは全国的なものだと思うのですが、そういう流れの中で今の法律が 

できてきたのだろうと思います。この法律の中の第24条に、「学校教育における文化芸術活 

動の充実」という条文がございます。「国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図る 

ため、文化芸術に関する体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術活 

動を行う団体による学校における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を 

講ずるものとする」と。これは国のほうですから、地方としてはこの条文をたてに予算等、 

芸術の振興ができたのではないかと思います。 

今後はこういうところを踏まえてどのようにやっていかれるのか、再度答弁をください。 

○議長（梅澤益美君） 件名３について、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（稲荷 優君） 今おっしゃられるとおり、芸術等につきましては、生 

で見たり、それから生で聞いたりすることについてはものすごく感動があるというふうに思 
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います。私もそのとおりだというふうに思います。 

そういったことで、先ほども述べさせていただきましたけれども、各学校のほうでも演劇 

鑑賞等もやっております。また、文化庁のほうで、本物の舞台芸術体験授業というふうな、 

そういう事業もあります。そういった事業に対しても要望しているわけですけれども、なか 

なか順番が回ってこないというか、採択になりませんので、できるだけ今後もそういった事 

業を通しまして子どもらに感動を与えられるようなものをしていけばということで考えてお 

ります。よろしくお願いします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） 答弁ありがとうございました。 

確かに生の感動というのは非常に大事なもので、先生方や親御さんからそういう意見がど 

んどん出てきているというのは、教育委員会さんのほうでも把握しておられると思うのです。 

ただし、お金がかかるのだと。大きい劇団を呼ぶにしても数百万単位で来ますから、補助を 

待って、順番を待つという気持ちもわかります。でも、それにかわるものとして、予算も少 

なくとしてやれるのはワークショップですよ。小さい演劇なり文化ワークショップをやりな 

がらいけば、その中で芽生えてくるものがあると思うんですね。例えば中高一貫教育の中で 

中学生と高校生が一緒に演劇をやるとか。音楽のほうは交流がありますけれども、演劇をや 

ったというのはあまり聞いていないのですが、そういうようなことをやるための小さいワー 

クショップを継続的にやっていけば、私はそういう感性というものが培われてくるのではな 

いかなと。 

この朝日町を支えてくれるのは、間違いなく今の子どもなんですよ。今の子どもたちの感 

性が乏しければ、朝日町はだめになってしまうんですよ。そういうことを考えると、どうし 

ても子どもたちに重きを置いた予算編成をしていかなければいけないのです。そういうこと 

を、やはりワークショップをやって育てていってほしい。 

実は私知りませんでしたけれども、町長は演劇クラブだった。演劇部で活躍しておられた 

そうなのです。そういう意味では、私より演劇とか文化に関しては非常に思い入れが強いの 

ではないかと思いますので、そういう予算の考え方を最後に町長から聞きたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

町長。 
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○町長（魚津龍一君） 体調を崩すような質問でございますが、１つは、私は常に申し上げて 

おるのは、その地域にある歴史、文化、そういうものをしっかりと身につけていただいて将 

来は朝日町に帰ってきていただきたいという気持ちはあるのでありますが、インターナショ 

ナルで働いていただきたいと。その過程として中学校、もしくは高校までの教育が必要でな 

かろうかなと思うわけでありますが、これはなかなか学校の先生と議論がかみ合いませんの 

で、こんなことからしてやはり私が予算をつくるわけでございませんので、職員が企画、立 

案してくれば予算を計上していくということもやっております。 

過去に文化・体育振興公社で著明な歌手等を呼びました。コンセプトは、新潟県に来て、 

富山県を通り過ぎて、石川県に行く。これに対してすごく抵抗を持っておりまして、かなり 

のことをやらせていただきました。少年時代の思い出深き実話、そのときに行きましたら、 

朝日町の施設はどんなものですかということなんですね。しかしながら、ようやく来ていた 

だきまして、私も末席で見させていただきましたが、確かに年齢が高い人のコンサートとい 

うのは、最初は静かに、途中は盛り上げて、最後は心を落ち着かせて帰すという、年齢が高 

い人のコンサートかなと思ったりしております。 

議員が特に言われるのは、いつも言われるのですが、法律をたてにしていろいろと言われ 

るのはわかるのでありますが、法律というのは、全国津々浦々同じことをするのはいかがな 

ものか、こんなことを思っておりますので、私の気持ちを察していただければ、この辺でや 

めさせていただきたいと思います。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇山勝昭君。 

○５番（脇山勝昭君） ありがとうございました。 

とにかく子どもを育てる施策に対して、皆さんで一生懸命考えた企画を出し、子どもたち 

に夢を与える朝日町であってほしいなというふうに要望いたしまして、私の質問を終わらせ 

ていただきます。 

ありがとうござました。 

○議長（梅澤益美君） 次に、長崎智子君。 

〔２番長崎智子君登壇〕 

○２番（長崎智子君） ２番の長﨑です。議長のお許しを得まして、さきに通告してあります 

２点について質問いたします。 

学童の安全についてであります。 
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この件につきましては、さきの12月定例議会の際にも多くの議員が取り上げて真剣に質問 

をされておりましたが、事件が身近に発生しており、早急に対処すべきと考えて、再度質問 

させていただきます。 

昨年12月には、既に町内の小学校各校とも同年７月に発せられた富山県教育委員会福利保 

健課からの通達「学校や通学路等における子どもの安全対策の概要」の指導を受けて、少な 

くともあさひ野小学校では、教員を初め、ＰＴＡ、大家庄・山崎・南保地区の自治振興会、 

そしてボランティアの皆さんが立ち上がり、10月にはすっかり子ども安全パトロール隊の態 

勢も整い、いつでもスタートできることになっておりましたが、一部の学校が少し遅れてい 

るので、発会を12月まで待ってほしいとの町教育委員会からの要請があり、12月まで待つこ 

とになったと知らされておりました。 

発会するまでの間、地域住民、ＰＴＡにとっては初めてのことでもあり、また発信元が行 

政でもあることから、学校側を介して何度か町教育委員会に対し、指導とある程度の予算措 

置を要請したはずでしたが、そのときの回答は、あくまでこの件は、学校と地域とＰＴＡが 

自主的にやるのが基本であり、財政面での措置は考えていないという回答であったと記憶し 

ております。 

発会までの準備などはすべて学校、ＰＴＡ、地域に任せていながら、発会式だけ町教育委 

員会でやるからというのは、虫がよ過ぎると思いませんか。いいところ取りも、いいところ 

であります。 

12月議会での答弁は、１番に、学校に指示してやらせていると。２番目、学校、保護者、 

地域住民は安全に関する共通認識を持てと。３番目には、保護者や地域全体が定期的にパト 

ロールする学校安全パトロール隊を結成したと。４番目には、安全点検、児童危険予測、児 

童に危険回避能力をつけさせる。不審者などに関する情報は共有すべきなど、いずれもしょ 

せんは他人事といった、全く評論家的な答弁に終始されていました。 

そこで、12月議会で答弁されました教育長さんにお伺いいたします。 

それほど、この問題は、町行政とは無関係なのですか。私は、先ほど繰り返して申し上げ 

た教育長さんの答弁に加えて、例えば役場の庁用車、出先機関の公用車に「あさひこども安 

全パトロール中」のステッカーを貼付する。加えて、町議会議員、町職員の自家用車、町内 

事業所の車、有志の方々の自家用車などにも貼付をお願いして、ご協力をお願いしてみまし 

ょうということぐらいのことはできないものでしょうか。 

県内最大の自治体である富山市市長、そして高岡市長の市長車にも、そして東京都知事の 
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知事車にさえステッカーを張り、児童、学童の安全をみんなで守るということがメディアで 

報道されていたのをご存じないのですか。 

また、３月に入ってからも町内で不審者の出没があったと聞いております。これに対する 

行政側の対処方法についてですが、学校、保育所にその内容を書いた張り紙がしてありまし 

たが、その直後、保護者に、あるいは地域の防犯関係者にこのことをお聞きしても、私が尋 

ねた限りではだれも知りませんでした。先生と子どもたちだけが知っているというのは、ち 

ょっとおかしいとは思いませんか。２月20日午後３時30分、金山地内のことですが、この情 

報は黒部市在住の学童を持つ保護者の方から聞きました。そのときもだれも知りませんでし 

た。 

当町でも、希望する保護者や地区防犯関係者などのメールアドレスを登録し、不審者情報 

を速やかに一斉に発信して事故を未然に防止するなどの施策ぐらいはとるべきでしょう。他 

の町は既に実施しております。 

それから、さきの議会で、安全のためのスクールバスの活用について困難という答弁でし 

た。どうしてですか。国からの指導ですか、それとも財政的な理由ですか。冬期間は実施し 

ているではありませんか。冬と安全はどう違うのですか。要員面のことならボランティアと 

いうことも考えられますが、検討してみられたのですか。検討もせずに門前払いなのではあ 

りませんか。 

危機管理、安全管理は、とり過ぎるということはありません。一般的に信号をつける、あ 

るいは道路を修理するなど、犠牲者が出ないとそのことに真剣に向き合わないものですが、 

何か起こってから、あるいは犠牲者が出てからでは遅過ぎるのです。 

少子高齢化を迎えた今、子どもは国全体の宝物であり、一人一人の子どもを地域挙げてし 

っかり守り育てて社会に送り出すことこそ私たち大人に課せられた大きな義務であります。 

用心に用心を重ねて大切なものを大切に守りたい。この子どもたちが朝日町、そして日本の 

将来を担う日は、そう遠くはないはずです。 

以上、お伺いいたします。 

件名２、要旨(1)、予算執行上の考え方についてお伺いをいたします。 

乳幼児等医療費について。 

来年度予算の中で、乳幼児等医療費で６年生まで1,000円を超える部分の医療費を町が負担 

するということを盛りこんでいただきました。厳しい財政状況の中で、このように目を開い 

ていただいたことに厚く感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。 



 - 118 - 

子育て中のご家庭にとって、どれだけありがたいか。これで、わずかなりとも少子対策の 

一助になればと淡い期待感を持っております。 

総額3,000万円余り。町負担2,500万円。わずかこれだけの予算でこんなことができる。こ 

れこそ朝日町の希望を未来につなぐ、生きた政策だと思います。 

今後ともこのような政策に重点を置かれまして、町政を進めていただきますよう熱望して 

やみません。本当にありがとうございました。 

次に、あさひヒスイ海岸周辺整備事業の計画についてお聞きします。 

この質問は、さきの代表質問でも検討されておりましたが、私の考えを質問させていただ 

きます。 

この件は、町長公約のうちの１つであったと思いますが、今なぜ道の駅なのでしょうか。 

国民のだれでもが知っていることでございますが、町長は、さきの議会で、みずから、国の 

財政状況は極めて厳しいと言っておられるのではありませんか。私に言わせれば、厳しいど 

ころか、もう破綻しているのと同じだと思っております。当然のことながら、地方交付税は 

抑制される中、何ででしょうか。 

この事業に9,400万円の県補がついて、さらに大切な税金２億4,900万円に借金7,000万円

を継ぎ足して、総額４億1,400万円余り。こんな大金を使って実施するという。補助金だって、 

その原資のほとんどが借金です。一体どういうお考えなのかお聞きいたします。我が朝日町 

の財政はそんなに豊かなのでしょうか。 

朝日町にとって、これによる経済効果、あるいは有形、無形両面の潜在的効果を期待して 

おられるのなら、それは一体どのようなものなのか、どれほどのものなのか。試算されてい 

る内容と目標を定性的並びに定量的に具体的にお示しください。町民には知る権利がありま 

す。 

今、このようなことを実施している余裕がどこにあるのですか。これだけの予算があれば、 

乳幼児等医療費はもっと充実し、少子化対策にしても、さらに向上するはずではありません 

か。 

防災対策も、あれから数年、全く進んでいません。借金づけの病院は、管理者指定制度か 

ら見放された各施設の改善策は、図書館など複合施設は、と数え上げれば切りがないほど問 

題が山積みしているのに、こんなことよりも、限られた町財政の中でもっと先にやらなけれ 

ばならないことがたくさんあります。この施策による経済効果について、しっかりと納得の 

いく説明をしてください。 
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以上、２点についてお伺いをいたします。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

この際、暫時休憩いたします。休憩時間は１時間とし、１時から再開いたします。 

（午前１１時５８分）  

〔休憩中〕 

（午後１時００分）  

○議長（梅澤益美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

先ほどの長崎智子君の質問に対する答弁を求めます。 

件名１、学童の安全について、要旨(1)を、教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長稲荷 優君登壇〕 

○教育委員会事務局長（稲荷 優君） 長崎智子議員の件名１、学童の安全について、要旨(1)、 

行政としての対応・対策についてにお答えいたします。 

全国で下校途中の小学生が誘拐・殺害される痛ましい事件が連続して発生しており、県内 

においても、先日、高岡市内で登校中の児童が刃物で切りつけられる事件が起きるなど、児 

童の安全が危惧されております。 

児童・生徒の安全につきましては、これまでも文部科学省や富山県から「学校安全緊急ア 

ピール」や「幼児・児童・生徒の安全確保のための対策の徹底」などの通達により、安全教 

育や学校、通学路等の安全管理、安全対策を推進する体制づくりなど、学校、家庭、地域や 

警察官等との連携による地域ぐるみの安全対策の徹底を各小・中学校に指示しているところ 

でございます。 

また、県から委嘱を受けた警察官ＯＢのスクールガードリーダーが各小学校の巡回指導や 

パトロールを行っているところであります。学校安全パトロール隊指導員も委嘱し、研修を 

していただくこととしております。 

先般、２月21日に各地区自治振興会が中心となり、全小学校区における安全パトロール隊 

の出発式が行われ、帽子、腕章、ステッカー、のぼり旗等の装備品を活用してパトロール活 

動を行っているところでございます。 

なお、あさひ野小学校学校安全パトロール隊につきましては、昨年11月 16日に安全パトロ 

ール隊実務者会議が開催され、11月 30日に発会式を行い、一足先にスタートしたところでご 

ざいます。 

また、安全パトロール隊に対する予算措置につきましては、町において、昨年の12月議会 
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定例会において、町単独予算で補正し、装備品に係る予算の議決を賜り、購入して各学校に 

配備を終えております。また、県からも安全パトロール隊に対し、１隊当たり２万5,000円が 

手当されているところでございます。 

次に、不審者情報の共有でありますが、県において、児童・生徒の教育・安全情報を各学 

校から保護者など地域の関係者の携帯電話等の電子メールアドレスに一斉に配信できるシス 

テムの運用が２月１日から開始されております。 

町におきましても、このシステムを利用し、各小・中学校からＰＴＡ役員等に試行段階と 

して配信しておりますが、本格稼働は新年度の４月からとなり、保護者、安全パトロール隊 

員や地区の関係者に対し、メールアドレスが必要なことから、あくまで希望を募って実施し 

ていくこととしております。 

次に、スクールバスの利用範囲の拡大でありますが、国におけるスクールバスの基準は４  

キロメートル以上となっております。 

現在、町では登下校の際は、集団登下校を指導しておりますが、３キロメートルを超える 

範囲につきましては、スクールバスによる送迎を行っており、地域の実情等により集団登下 

校ができない地域や、熊などの出没により危険がある場合、また冬期間については、積雪に 

より通学路の除雪が確保できない場合もあることから、スクールバスの運行に配慮している 

ところでございます。 

次に、民間の事業所等にステッカーを配布できないかとのことでありますが、現在、一部 

の事業所においては、自主的にステッカー等を製作し、車に張り、注意を喚起していただい 

ているところでございます。 

公用車につきましては、現在、教育委員会の車にステッカーを張り、注意を喚起している 

ところでございます。 

児童・生徒の安全確保のためには、学校、家庭、地域や警察等との連携による地域ぐるみ 

安全対策の徹底が不可欠であると考えており、今後とも関係機関と連携をとりながら児童・ 

生徒の安全確保に努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、件名２、予算編成について、要旨(1)を、産業建設課長。 

〔産業建設課長朝倉 茂君登壇〕 

○産業建設課長（朝倉 茂君） それでは、件名２の予算編成についてお答えをいたします。 
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あさひヒスイ海岸周辺整備事業につきましては、昨日の代表質問でもお答えいたしました 

が、境地内において農林水産省の補助を受け、「元気な地域づくり交付金事業」として農林 

水産物の直売・食材供給施設と修景施設や駐車場などの整備と、町単独事業として交流広場 

を兼ねた駐車場や修景施設などの整備を行うものであります。 

この事業は、農林水産業の振興によるにぎわいと豊かな自然を活用した触れ合いとの創出 

をテーマに、農林水産業の振興や地域特産品の開発による安定的な就業機会の確保、さらに 

は多様な都市と農村との交流事業の発展と、情報発信拠点施設として整備し、地域における 

農林水産業の活性化を目指すものであります。 

この事業実施に当たりましては、国からの補助金や有利な起債などを活用し、さらには鉄 

道・運輸機構からの補償費なども含め事業に取り組むものであります。 

なお、町の財政状況につきましては、これまでも健全な財政運営に努めているところであ 

りますが、地方交付税が大幅に減額された平成16年度におきましても、各自治体では大変厳 

しい財政運営を余儀なくされましたが、当町の決算では実質単年度収支が黒字になったこと 

や、目的基金を含めた基金残高が高い水準であることなどから、健全財政が保たれているも 

のと思っております。 

以上であります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

ただいまの答弁でよろしいですか。 

長崎智子君。 

○２番（長崎智子君） 二、三質問させていただきます。 

まず、学童の安全についてでございますけれども、ただいまは答弁いただきましたが、不 

審者の出没が大変皆さんを困らせております。先日、２月20日に起きた事件と、その後３月 

７日の事件、藤塚地内で発生していると私は聞いておりますけれども、町当局、教育委員会 

は、この１件目及び２件目の藤塚の件について知っておられますか、お伺いいたします。 

知っておられましたら、事件の内容など明確にお答えいただければと思っております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの不審者について、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（稲荷 優君） ２月20日の件につきましては、場所は金山地内で、ス 

クールバスから降りまして、自宅に帰る途中、不審な車が前から来て、それでＵターンをし 

て後をつけられたということで、怖くなって近所の家に助けを求めに入ったということでご 

ざいました。これにつきましては、次の日、児童から学校に連絡があったということで、学 
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校から教育センターに連絡がありまして、すぐ各学校、それから関係機関に連絡をいたして 

おります。 

それから、３月７日につきましては、藤塚地内で不審者から声かけがあったということで、 

これも学校を通して連絡がありました。これにつきましても、各学校、それから教育センタ 

ー、それと関係機関に、こういった事例があって気をつけてほしいということで連絡をいた 

しております。 

以上です。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

長崎智子君。 

○２番（長崎智子君） わかりました。 

その件については、今後また気をつけていただきたいと思います。 

次にですが、事件の発生状況の調査のデータなどありますでしょうか。17年度の富山県で 

のデータがありましたら、発生場所、発生時の状況、発生の時間、３点について、簡単でい 

いですけれどもお知らせください。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（稲荷 優君） 不審者情報につきましては、魚津教育事務所等から連 

絡が来ております。17年度、４月からにつきましては、37件ございました。そのうち、朝日 

町に関することは６件ございました。 

場所とかについてはちょっと省かせていただきたいというふうに思いますけれども、内容 

的には、声かけ13件。それから、わいせつというか、露出という、そういったものが４件。 

それから、手を握られたり、触られたというところが９件。それから、追っかけ４件という、 

こういった案件がセンターのほうから来ております。 

以上でございます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

長崎智子君。 

○２番（長崎智子君） 今、ちょっと聞きましたけれども、私はちなみにデータをあるところ 

から仕入れた結果を発表いたしますが、発生場所はほとんど路上なのです。公衆トイレ、あ 

るいは店内駐車場、空き地などに77％ぐらいの数字が出ております。それと、発生時の状況 

なのですが、ほとんど下校時、49％。塾や遊びの帰りが24％、遊び中が９％、登校中は６％。 
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発生時間については、16時から18時、45％、14時から16時の間は34％と、私の聞いたとこ

ろではそうです。ほとんどは小学生が帰宅する時間帯の14時から18時までで、全体の８割を

占めておる。しかも、下校中49％、道路上は77％で発生しております。このような大変なこと 

は、やはり町当局としても、今後は検討していただきたいと思っております。 

それは、これでいいです。 

では、もう１点、スクールバスの活用についてお伺いいたします。 

教育長さんは、先日、保護者の中に徒歩をしたい希望者もいると言われました。それでは、 

希望者のみスクールバスの活用はいかがでしょうか、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまのスクールバスについて答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（永口義時君） ちょっと質問の趣旨が理解できないのですが、それは保護者がスク 

ールバスを利用したいということであれば、その方々をみんなスクールバスへ乗車させると 

いう質問でしょうか。 

○議長（梅澤益美君） もう１回質問をきちんと言ってください。 

○２番（長崎智子君） スクールバスの活用について、保護者の中で、歩いてもいいよという 

希望者がおられましたとね。それを言われましたら、私は、ではスクールバスを希望者のみ 

に、スクールバスの活用というのは冬期間だけでなく夏でもできないものかなと。そういう 

ことを私は聞いておるのです。 

先ほど言われたのは―スクールバスの活用についてちょっと伺いたいと思いますが、希 

望者があればの話なのですけれども……。 

○議長（梅澤益美君） 町長。 

○町長（魚津龍一君） 議員の言われるのは、ある意味ではわかるのでありますが、１つは、 

安全・安心というのは、私が小さいときはそんなことなかったんですよね。だから、逆に言 

うと、歴代の教育長は「歩かせるべきだ」と。要は、寄り道することによって人間形成があ 

ったということを申し上げた教育長がいたわけであります。しかし、現在はなかなか難しい 

時代でございまして、一番私が悩みを持っているのは、今、あいさつ運動をやっているんで 

すよね、朝日町は。そのあいさつ運動そのものが、知らない人にあいさつをされるとという、 

そういうふうに、何と申しましょうか、あいさつ運動というものはすばらしいのだと思って 

いますが、その外れたところにいくこと自体が実は私は苦慮しているんですね。 

そんなことで、朝日町には昨年６件ほどあったというふうに私も伺っておりますが、やは 
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り治安を守る、これは行政の役割かもしれませんけれども、昔と違って今の親御さんは、自 

分の子どもをどう守るか、こんなことを少し考える時期でなかろうかなと思っています。 

イギリスの話をいたしますと、イギリスは親が学校に通学をさせて下校時に迎えに来ると 

いうシステムなんですね。それこそ痛ましい事故がございましたが、滋賀県であったのは、 

新聞だけでございますが、ある保育所の中で、当番制で近所の子を送り迎えしているという、 

そういうところで惨事が起きたわけですね。そうなってくると、やはり例えばイギリス方式 

を考えるとすれば、私は朝の５時からでも学校をあけるというのが行政の役割かなと思った 

りしています。これは、議論がものすごくできるのですけれども、議論をしなくてはいけな 

いことですが、そういうこともあるということでございます。 

今ほど、教育長は少しルールを知らないのかなと思いますが、私どもは答弁する立場でご 

ざいますから、議会議員の皆さん方に質問をするというのは許されない慣例になっておりま 

すので。 

そんなことは別として、スクールバスに乗せたいと言っていただいても、町は３キロとい 

うルール持っているわけであります。それを、500メートルの人でも乗りたいと言われたらバ 

スを運行するのかという、もしそういう質問であるとすれば、それはまずできないと言わざ 

るを得ないと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

長崎智子君。 

○２番（長崎智子君） 今、町長さんから答弁いただきまして、ありがとうございます。 

私は、もう１つ、町長が今言われましたことを質問したかったんですよ。スクールバスの 

運用、運行の区域の拡大をしていただけないかなと。そういうことを質問したかったのです 

けれども、町長さんが今言われましたので、これでこの件は終わりたいと思います。 

次にですが、件名２のあさひヒスイ海岸周辺整備事業の計画についての答弁をいただきま 

した。でも、これでは、私の考えたとおりの答弁とは―ちょっと不服に思うわけでござい 

ます。 

今後それをやった場合の経済効果と、どんなふうに目標を持って計画書がなされるのか。 

計画と目標をどのようなものにしてこれから検討していかれるのかなと。再度もっと詳しく 

その説明していただきたいと思います。経済効果と計画書、目標です。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁を求めます。 

町長。 
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○町長（魚津龍一君）この計画を語りますと長いのでありますが、実は議員もご存じのよう 

に国道８号線と北陸自動車道の間が短いんですよね。私どもの町が新潟県と接するのは、そ 

の２つしかないわけであります。そんなことからいたしまして、上り線下り線から駐車場を 

つくりまして、そこに車で来ていただいて、そこから歩いて朝日町を訪ねていただく。こん 

なことも実は考えたのが一番最初のハイウエーオアシス構想であります。その中でいろいろ 

検討した中で月日がたっていって、ハイウエーオアシスという事業がなくなったことも事実 

であります。 

そこで、今出てきているのがＥＴＣですよね。これにつきましても、昨日も話しておりま 

すように、日本道路公団が分割されたわけでありまして、私どもの朝日インターチェンジか 

ら西方については１つの会社であります。朝日インターチェンジから東方に向けては、また 

１つの会社なんですね。私どもの町に２つの道路を管理する会社があるということでござい 

まして、境パーキングエリアにつきましても、今分割されたことでございますので、なかな 

か話の持っていき方がと申しますか、机の上に載っていただけないのが情況であります。国 

土交通省の道路局は、ＥＴＣをつけるということについては前向きであります。 

そんなことで、そのときの計画でいきますと、今、地権者の皆さんから買わせていただき 

たいと思っております面積がほぼ同じなのです。そんなこともございまして、元気な地域づ 

くり事業でいきますとそんなに大きな面積は要らないのでありますが、新幹線の残土置き場 

等で平成７年から土地をお借りしておりました。そんな中で、返すという段階で地権者の皆 

さん方のご意見賜りまして、賃借料、地代を半分にして１年間お借りしたわけであります。 

そういう中で今回の事業になったということでございまして、先ほど費用対効果と申します 

か、計算を出せということでありますが、元気な地域づくり事業をもらうときのシミュレー 

ションはあります。しかし、それがまだ本格的に国に申請されたものではないんですね。そ 

んなことでございますから、あることはあるのですが、いましばらく公表を差し控えさせて 

いただきたいと思います。 

それから、こんなに苦しい町がそんな事業投資していいのかというご質問があったわけで 

ありますが、それに少し考え方を申し上げさせていただきますと、実は私は国民保護法も含 

めてでございますが、できますれば買わせていただく、土地の中に防災公園という形で国で 

考えていただけないであろうかということを今本所の課長さんにも話をしておりますし、富 

山県の課長さんにもそのようなことを申し上げております。そういうことからすると、今の 

ところは、全体計画ははっきりと決まっておりませんが、そういう形で整備をしていくわけ 
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でございます。当然、そこにできますと、雇用関係が生まれるわけでございますので、その 

管理をどうするかということも含めて、地元の皆さんと話をしていきたいと思っております。 

それから、今の土地から西方に国土交通省がお持ちの土地があるんですね。それと交換を 

していただけないでしょうかという話も実はしております。 

いろんなことをやっておりますので、いましばらく温かい目で見ていただきたいと思いま 

す。財源につきましては、できるだけ努力をしておりますので、もう近日中に特別交付税の 

数値が発表されるだろうと思っておりますが、私は他の市町村よりも朝日町は余計来るのか 

な。削減率が低いのかなと、かように思っています。大体４億ほど特別交付税でいただける 

というふうに私は情報を持っておるわけでありますので、そういう財源を確保しながら地域 

の皆さん方といろんな事業に取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、ご理解 

をいただきますとともに、詳細なことにつきましては、常任委員会でお聞きいただければ幸 

いかと思います。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

長崎智子君。 

○２番（長崎智子君） どうもありがとうございました。 

町長さんからこれだけ詳しい説明があれば町民の皆さんもご理解いただけると思いますの 

で、これは６月の定例会までに、またそのときに質問をさせていただきたいと思いますので、 

これで終わらせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

○議長（梅澤益美君） 次に、脇四計夫君。 

〔１番脇四計夫君登壇〕 

○１番（脇四計夫君） 日本共産党、１番、脇四計夫であります。それでは、３点についてご 

質問をさせていただきます。 

まず第１に、社会保障制度の充実についてでありますが、医療制度の改正、今回、大綱が 

出されました。その中で、私たちに、医療にかかわる大きな負担がさらに一層覆いかぶさっ 

てこようとしています。これまでも医療制度は毎年患者負担、国民負担を増やす一方で、国 

の負担を減らしてまいりました。この20年間だけを見ましても、国の負担は５％減り、逆に 

国民負担は５％増えています。そして、小泉内閣になってから一層国民負担が増えてきてい 

ます。これまでは老人医療は無料だという期間が長くありました。70歳以上の人の外来の医 

療費１回800円、最後のときには850円と低額でした。それを１割負担とし、所得の多い人に 



 - 127 - 

とっては２割負担として、負担を増やしてまいりました。老人医療の対象年齢も70歳から75  

歳に段階的に引き上げてまいりました。働くサラリーマンの皆さんの医療費負担、これも長 

い間１割というのが当たり前でした。それを２割、３割と引き上げてまいりました。そして、 

昨年12月に決定された医療制度改革大綱であります。 

そこで、質問をいたします。 

この改革大綱によって医療制度は今後どのようになるのか、その内容についてお伺いをい 

たします。 

また、国の医療抑制政策と診療報酬の改定によりまして、病院経営は出入りがあると思い 

ますが、どのような影響が予想されるのかお伺いをいたします。 

要旨２点目でありますが、今も述べましたように相次ぐ診療抑制政策が強められてまいり 

ましたが、朝日町における町民の皆さん、それに対してどのような対応になっているのか。 

過去の通院、入院の推移はどのようになっているのか質問をいたします。 

また、国保会計から見た場合についても、同様の推移はどうなっているのかお尋ねをいた 

します。 

要旨の３点目でありますが、国保税の減税のために、町はどのような努力ができるのかに 

ついてお伺いします。 

まず、その前に、町の国保税の算定基準はどのようになっているのか、再度お伺いをいた 

します。 

その中で固定資産税割がありますが、これは県下でも一番高い部類に所属していると思い 

ます。その根拠はどのようなところにあるのかお答えを願います。 

また、ジェネリック医薬品の使用を病院において拡大することによって、患者負担の軽減 

と国保会計の健全化の一助になると考えますが、当局のお考えをお示しください。 

そして、ジェネリック医薬品の比率は、あさひ総合病院の場合、どれくらいになっている 

のかお答えをください。 

国保税の滞納者、そして所得の少ない人に対する減免の数の推移についても、最近のとこ 

ろをお示しください。 

件名２であります。少子化対策について質問をいたします。 

現在、朝日町において児童館が１つありますが、昨年７月に開設されたこの児童館、利用 

数の推移、そして課題はどのようなことがあるのかお答えください。 

この児童館の利用者、児童の利用する地区別の数がわかれば、お示しをください。 



 - 128 - 

次に、もう１つ、２つ目の児童館の建設について、その計画はあるのか質問をいたします。 

要旨(2)であります。小学校区ごとに学童保育を実施する考えはないか。あるいは、地区ご 

とに学童保育を実施する考えがあるかどうかお伺いいたします。 

その前に、学童保育の意義について共通の認識といたしたいのでお答えをください。 

そして、この学童保育の必要性について町はどのように考えておられるのかお答えを願い 

ます。 

件名の３であります。町民の皆さんのご要望について質問をいたします。 

要望の１つは、先ほども話がありましたが、境地区の新幹線工事残土置き場の跡地の買収 

についてであります。 

ご承知のとおり、高速道路の境パーキングとその北に広がる農地は基盤整備がされていな 

い長年放棄されていた土地であり、そこに残土置き場としで利用がなされてまいりました。 

それを町の来年度予算で、農水省の補助事業としてヒスイ海岸周辺整備事業を計画されてい 

るわけであります。 

そこで、質問をいたします。 

2005年３月の議会におきまして、鉄建公団から１億7,900万円のお金が「雑入」として処理 

されていますが、これは、本質的には地権者のものでないかと考えますが、その理解でよろ 

しいでしょうか。答弁でお答えください。 

鉄建公団からこの金が町に入っていること、それを地権者の皆さんはすべて承知されてい 

るのか。買収については、すべての皆さんのご意見をお聞きした上でこのような計画になっ 

ているのかお伺いをいたします。 

予算の執行に当たっては、地元境の皆さんのご意見を十分聞いて計画を進めるべきだと考 

えますが、どうでしょうか。 

町民の皆さんの要望の２つ目であります。越中宮崎駅前に駐輪場、自転車置き場をつくっ 

てほしいという要望であります。 

昨年11月に境地区で行われました町長と話す集いで、この越中宮崎駅前に自転車置き場を 

つくってほしいとの要望があり、検討すると約束をされました。しかし、来年度当初予算に 

は反映されていません。 

４年前にも宮崎地区の皆さんからも同じような要望があり、私は、議員最初の９月議会で 

取り上げをいたしました。 

越中宮崎駅は、通勤、通学など地元の皆さんにはなくてはならない駅であります。そして、 
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自転車で駅を利用されている人も少なくありません。ところが、この自転車置き場がないた 

めに、雨や雪の日には濡れたままになっています。また、自転車が多い日には、防火水槽の 

上にも置かれている状態です。 

この議会に地元の皆さんから駐輪場の設置を求める請願が出されています。町の観光地で 

もあるヒスイ海岸の玄関口の駅です。放置状態にある自転車は見苦しい。親戚の子どもが高 

校通学に利用しているので、ぜひつくってほしいとの声が署名のときに寄せられています。 

町の積極的、前向きな答弁を求めます。 

最後に、高齢者・障害者世帯への屋根の雪おろしの助成についての町民要望であります。 

この冬は、近年にない雪が降りました。日夜除雪に励んでいただいた職員や委託を受けて 

いただいた業者の皆さんに、この場をかりて深く感謝申し上げたいと思います。また、高齢 

者の世帯の屋根の雪おろしに協力を惜しまなかった地域の皆さんにもお礼を申し上げます。 

特に大平地区や羽入地区を初めとして、山間地の皆さんは２回、３回と雪おろしをされたと 

伺っています。 

そこで、質問いたします。 

高齢者・障害者世帯に対する屋根の雪おろし助成について、制度はどのようになっている 

のかお答えください。 

また、この助成制度には、さまざまな条件が付せられていると聞いています。もっと弾力 

的な運用はできないのか伺います。 

多くの町民の皆さんは、この制度があることすら知らない人が多いのではないでしょうか。 

周知徹底を図ることが必要ではないでしょうか。 

この冬、この屋根の雪おろし助成制度適用者はどれぐらいになるのか質問をいたしまして、 

私の質問を終わります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

ただいまの脇四計夫君の質問に対する答弁を求めます。 

件名１、社会保障制度の充実について、要旨(1)、(2)、(3)、件名２、少子化対策について、 

要旨(1)、(2)及び件名３、住民要望について、要旨(3)を、町民ふくし課長。 

〔町民ふくし課長林 和夫君登壇〕 

○町民ふくし課長（林 和夫君） それでは、件名１、社会保障制度の充実について、要旨の 

医療制度改正の影響並びに受診抑制政策、国民健康保険税の減税について、一括お答えをい 

たします。 



 - 130 - 

昨年の12月１日に政府・与党医療改革協議会で決定された医療制度改革大綱は、安心・信 

頼の医療を確保するため、患者、国民の視点から、あるべき医療を実現すべく、医療制度構 

造改革を推進することを基本的な考え方としております。安心・信頼の医療の確保と予防の 

重視、医療費適正化の総合的な推進、超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現 

などを目指すものとなっております。 

これまで国民皆保険のもと、安心をして医療を受けることができる我が国の医療制度は、 

高い保健医療水準を達成してきたところでありますが、急速な少子高齢化、経済の低成長へ 

の移行、国民生活や意識の変化など、大きな環境の変化に直面していることから、現行の医 

療制度を将来的にも持続可能なものにしていくために構造改革が急務であるとのことから定 

められたものであります。 

内容的には、本年10月から現役並み所得にかかる高齢者の皆さんの患者負担の見直しや出 

産育児一時金の引き上げ、平成20年度には新たな高齢者医療制度の創設や乳幼児医療費の負 

担軽減などが予定されており、これらに関する医療改革関連法案が現在国会において審議中 

でありますので、その動向を見守っていきたいと考えております。 

次に、国保会計から見た通院・入院費の推移でありますが、平成７年度における通院にか 

かる費用額は３億8,900万円、入院にかかる費用額が３億4,900万円、平成12年度は、通院に 

かかる経費が４億2,500万円、入院が３億8,700万円、平成16年度は、通院が４億9,300万円、 

入院が４億4,400万円となっております。 

次に、国保税の算定基準でありますが、当町におきましては、所得割8.9％、固定資産に係 

る資産割が40％、１人当たりに係る均等割が１万9,000円、１世帯当たりに係る平等割が２万 

1,000円の４つを合計とし、国民健康保険税といたしております。 

当町の課税割合につきましては、均等割と平等割が他の市町村と比較をいたしますと低く 

設定されており、所得の低い方々に配慮した税率となっておるところでございます。 

また、平成12年度の税率改正以降、平成14年度までは、その実質単年度収支におきまして 

は、均衡のとれた状態にありましたが、平成15年度は約2,400万円、平成16年度は約3,400

万円の赤字となっております。また、平成17年度におきましても、引き続き厳しい状況が予想 

されることや、医療制度改革大綱に基づく医療制度改革関連法案が現在国会で審議をされて 

おりますので、その動向等を的確に見きわめながら、今後とも国民健康保険会計の健全な運 

営に努めてまいりたいと考えております。 

また、新薬の承認発売後、特許の有効期間が過ぎてから製造販売される、いわゆるジェネ 
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リック医薬品の使用拡大による患者負担の軽減と国保会計の健全化をとのご要望であります 

が、平成18年度の診療報酬の改定におきまして、後発医薬品の利用促進を図るために、処方 

せんの様式変更が行われたところでありますが、医薬品の使用の判断につきましては、保険 

者ではなく医師が行うものであるということをご理解いただきたいと存じます。 

国保税の滞納者につきましては、平成12年度では156人でありますが、５年後の昨年度、平 

成16年度では222人となっております。 

また、減免者数につきましては、平成13年度において１名となっておるところであります。 

続きまして、件名２の少子化対策、児童館の建設並びに学童保育についてお答えいたしま 

す。 

児童館は、近年の核家族化の進行、夫婦共働き世帯の増加、家庭や地域の子育て機能の低 

下など、子どもや家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、子どもたちに適切な遊びや生活の場 

を提供して、子どもの健全な育成を図る拠点施設として、昨年７月に開設をいたしたところ 

であります。 

児童館におきましては、切り絵や折り紙、卓球、囲碁・将棋指導、影絵、親子の食育教室 

等企画事業を実施するとともに、夏休み・冬休み・春休み期間中の日曜日を開館日とするな 

ど、魅力ある児童館運営に努めているところであります。 

利用状況につきましては、昨年の７月開設以来２月末まで、延べ7,074人。うち、小学生の 

利用者は5,714人となっております。また、１日平均の利用児童数は34名となっておるところ 

であります。 

ご質問のありました地域別の小学生の延べ利用者数を申し上げますと、泊4,994人、宮崎248  

人、南保172人、境114人、大家庄81人、五箇庄49人、山崎35人、笹川21人であります。 

子どもが行動できる範囲が限定されることから、児童館を利用したくても利用できない子 

どもがいることは事実でありますが、それが第二の児童館を整備して必ずしも解決できる課 

題とは考えにくいものと考えているところであります。 

幸い昨年は各地区に自治振興会が設立され、住民と行政が協働してまちづくりを目指す基 

盤が整ったところであります。各地区にあります拠点施設を活用した子育て支援事業の展開 

によっては、児童館と同じ役割も期待できることから、授業の終了後に適切な遊びの場の提 

供や生活指導を行う、いわゆる学童保育の導入につきましては、地域の皆様の意見等を拝聴 

するなどして検討してまいりたいと考えております。 

続きまして、件名３の住民要望、高齢者・障害者世帯への除雪の助成の件でございますが、 
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昨年12月からことし２月にかけ、北陸地方を初め日本海側で続いた大雪は、「平成18年豪雪」 

と命名されたところであります。このたびの大雪は当町におきましても、とりわけひとり暮 

らし高齢者や高齢者のみで構成されている世帯の皆さんの生活に大きな支障と不安をもたら 

したものと考えております。朝日町におきましては、これらの高齢者世帯等から、１月初旬 

から中旬にかけまして13件の屋根雪おろしや除雪に関する相談を受けたところであります。 

富山県におきましては、ひとり暮らし老人世帯等で、自力で除雪が困難な世帯の除雪に要 

する経費に対して助成を図る「ひとり暮らし老人等除雪支援事業実施要綱」を制定し、市町 

村に対し、補助金を交付することといたしております。 

朝日町では、この要綱に基づき除雪助成金を支給するため、「朝日町除雪助成要綱」を制 

定いたしております。 

助成の内容につきましては、屋根雪おろし及び出入り口の除雪を業者などに依頼し、その 

際かかった費用に対し、屋根雪おろしについては、１日１万3,300円、平場につきましては、 

１日5,850円を限度として助成金を支給する制度となっております。 

助成の対象者につきましては、１つには、町内に居住するおおむね65歳以上の世帯、２つ 

には、県内に子どものいない世帯、３つには、近所、親類の除雪の援助が得られない世帯、 

４つには、町民税非課税の世帯、そして５つには、独自で屋根雪おろしのできない世帯。以 

上の５つの要件をすべて満たすひとり暮らし高齢者世帯及び高齢者のみ世帯とを対象として 

いるところであります。また、障害者のみで構成されている世帯につきましても、助成の対 

象としているところであります。 

助成の対象となる世帯につきましては、民生委員の皆様に各担当地域において調査をして 

いただいておりますとともに、助成制度の周知に配慮をしていただいているところでありま 

す。 

なお、本年度におきましては、要件に該当する世帯については、現在、ひとり暮らし高齢 

者世帯９世帯に、本年３月に助成を行うことといたしております。 

以上であります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、件名１、社会保障制度の充実について、要旨(1)、(2)を、あさひ総合病院事務部長。 

〔あさひ総合病院事務部長澤田雅文君登壇〕 

○あさひ総合病院事務部長（澤田雅文君） まず、医療費抑制と診療報酬の改定によって、病 

院経営はどうなるのかということでございます。 
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医療制度改革大綱に沿いました今回18年度の改定におきましては、平成14年度に続きます 

診療報酬本体の引き下げ、しかも過去最大の下げ幅となりまして、単純に申し上げますと、 

薬価、材料を合わせて3.16％分の診療報酬等がダウンするということでございますが、内容 

は広い範囲にわたっております。例えば重点的に評価する項目といたしまして、小児医療、 

産科医療、救急医療、急性期入院医療、ＩＴ化、在宅医療などはプラス改定、適正化すべき 

ものとして、入院時の食事、コンタクトレンズに係る診療、初再診料、慢性期入院医療など 

はマイナス改定となっております。このほか、禁煙指導の保険適用ですとか、患者から見て 

わかりやすい医療という視点から、内容のわかる領収書の交付義務づけも盛り込まれており 

ます。 

今回の改訂に限らず、大綱が示します医療費適正化、給付見直しという内容に関して言い 

ますと、病院への影響につきましては、受診抑制ということは避けられないかとは思われま 

す。 

病院を運営する診療側といたしましては、点数をいただくための要件をどうするか、特に 

高い看護度と短い在院日数が急性期病院におきましては不可欠の方向にありますことから、 

このための人の確保が必要であり、患者からは当然ですが、医師、看護師からも選ばれる病 

院となるための病院づくりが一層大事になるものと考えております。 

あさひ総合病院におきます過去10年間の通院・入院の推移についてでございます。 

平成７年度から16年度までの年間比較におきましては、平成７年度を100とした場合の患者 

数につきましては、翌８年度が入院で103.7、外来で102.3。以降、診療報酬の改定がある２  

年ごとに見ていきますと、10年度は入院108.2、外来109.7、12年度入院107.9、外来114.4、 

14年度入院106.4、外来118.0、16年度入院100.0、外来113.2となっております。16年度か

ら若干減少の傾向が見られます。 

また、制度改正のあった月を見てみますと、例えば高齢者が原則１割負担となりました平 

成14年 10月は、対前年同月比で見ますと3.4％の減、被用者保険本人が３割負担となりまし

た平成15年４月につきましては5.3％減となっておりますが、翌々月には前年を上回っている

状態でございます。 

あさひ総合病院におきますジェネリック医薬品の使用状況につきましてでございますが、 

平成16年度は品目数で9.2％、金額で4.3％程度でございまして、17年度におきましては、９  

月の品目数で11.1％、金額で5.3％が最も高率となっております。 

18年度の診療報酬改定におきましては、後発医薬品の使用促進の観点から、処方せんの様 
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式を変更いたしまして、備考欄に「後発医薬品への変更可」というチェック欄が設けられる 

ことになっております。 

以上でございます。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、件名３、住民要望について、要旨(1)を、産業建設課長。 

〔産業建設課長朝倉 茂君登壇〕 

○産業建設課長（朝倉 茂君） それでは、件名３、住民要望についての要旨(1)であります新 

幹線の工事残土置き場の跡地利用についてお答えをいたします。 

境地内の土砂置き場につきましては、昨日の代表質問でもお答えいたしましたが、新幹線 

トンネル工事の発生土仮置き場として平成７年から借地してきたところでありますが、その 

後現地の復旧に当たりまして、農地として整地されても農業をやる人がいないなどの意見が 

多く、地権者の総意として、地域の活性化、地域振興につながる跡地整備をしていただきた 

いとの要望を受け、あさひヒスイ海岸周辺整備事業の一環として施設整備に取り組むもので 

あります。 

また、今回の事業計画につきましては、先般開催されました地権者会議におきまして、そ 

の計画概要や用地買収の考え方、さらには借地していました敷地の原形復旧等に係る鉄道・ 

運輸機構からの受託費の内容などについても説明し、事業に対する協力をお願いしてきたと 

ころであります。 

いずれにしましても、今後、事業の実施内容などにつきましても、地権者を初め地元関係 

者などと協議、話し合いを行いながら、地域の活性化、地域振興につながる施設整備に努め 

てまいりたいというふうに考えております。 

以上であります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、件名３、住民要望について、要旨(2)を、まちづくり振興課長。 

〔まちづくり振興課長永口明弘君登壇〕 

○まちづくり振興課長（永口明弘君） 件名３、住民要望について、要旨(2)の駐輪場の設置に 

ついてお答えをします。 

ＪＲ越中宮崎駅前につきましては、駅利用者の利便性向上を図るために駐輪場を設置して 

ほしいということで、さきの境地区の町長と話す集いや地区からの要望書によりまして、要 

望を受けているところであります。 
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駐輪場の設置に向けた経緯につきましては、過去に地区の要望があった段階で、自転車の 

利用台数が少ないため既存の駅舎の一部を有効活用できないかについて、ＪＲ西日本と協議 

した結果、敷地内の使用は困難であるということで駅舎の活用を断念し、現在に至っている 

ところであります。 

町といたしましては、厳しい財政状況ではありますが、住民の利便性の向上に加え、駅周 

辺の景観の保持といった観点もあることから、設置に当たって、財源や設置の方法等も含め 

まして、幅広い観点から引き続き検討させていただきたいというふうに考えておりますので、 

よろしくお願いします。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

この際、暫時休憩いたします。休憩時間を15分間とし、２時15分より再開いたします。 

（午後２時０１分）  

〔休憩中〕 

（午後２時１５分）  

○議長（梅澤益美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

先ほどの答弁でよろしいですか。 

脇四計夫君。 

○１番（脇四計夫君） それでは、少し再質問をさせていただきます。 

この医療制度改革大綱、この中身を見ますと、ことし10月から長期入院患者の食費や住居 

費が自己負担となる。あるいは、患者負担の上限を引き上げる。そのようなことがもうすぐ 

やられようとしているわけであります。そして、続いて、さらに都道府県ごとの医療格差が 

生まれるようなことになるわけであります。都道府県ごとに医療計画をつくって、そのこと 

によって新潟県と富山県とで入院すると、それに差が出てくるということであります。さら 

に、まだ具体的にはなっておりませんが、市販の薬で治療をする場合は対象から外すとか、 

あるいは貧富の差によって医療内容が変わってくる。所得の差によって医療内容が変わって 

くるという制度も検討を―混合診療ということが考えられて、俎上に上がっているという 

ふうなことであります。 

先ほど答弁の中で、安心・信頼の医療の確立・確保、国民皆保険制度を守るためにこのよ 

うな国民負担を増やしていくということでありますが、逆にこのような医療制度にしてしま 

うことが信頼をなくし、多くの知識人が危惧しておりますように、国民皆保険制度を根底か 

ら崩す制度になるのではないかと言われています。これらに共通しているのは、国の負担を 
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減らして、病気になっても病院に行かせないという受診抑制がこれまで以上に働いてくるの 

ではないか、そのように考えます。 

そこで、答弁いただきました朝日町における受診抑制の数字的なものは、逆に増えている 

ところがあります。これは、私は、何よりも身近に病院がある。総合病院や大きな病院があ 

る。このようなことから、朝日町の町民の皆さんは、まず病院に行こうということになると 

思いますが、所得が減っていく中で、あるいはその他の年金や介護が一層負担になってくる 

中で、私は、ゆくゆくは病院に行けない、現にそういう人はいると思います。やはり早期発 

見、早期治療、そのためには、町民の皆さんにはまず病院に行ってほしいと思いますし、行 

政もそういう姿勢でなければいけないと考えますが、当局のお考えをお示しください。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） それでは、ただいまご質問のありました今回の医療制度改 

革の大綱でございますが、これは受診抑制そのものであって、そしてまた利用者に負担を押 

しつけるものではないかということでございますが、先ほどの答弁でも申し上げましたよう 

に、現行の医療制度につきましては、我が国におきましては非常に高い医療保険水準を保っ 

ていると。しかしながら、先ほども申し上げましたように、急速な少子高齢化でありますと 

か、あるいはまた経済の低成長への移行等によりまして、やはりこの医療会計そのものが非 

常に厳しい状況にあるわけであります。 

こういう中におきまして、先ほども申し上げましたように、国民皆保険制度の医療制度を 

将来的にも持続可能なものとするために今回の医療制度の改革大綱が定められ、それに基づ 

いて、国会において医療関連改革の法案が現在審議をされているところでございます。 

さらにまた、先ほど当町における「医療受診抑制」という言葉がございましたけれども、 

昨年度並びに５年前、10年前のそれぞれ入院・通院費につきましても、先ほど答弁を申し上 

げましたが、いずれも10年前、５年前と比べまして、入院費、通院費等におきましては増額 

の傾向にありまして、決して当町におきまして、医療受診抑制等を行っているものではない 

ということをご理解いただきたいと存じます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇四計夫君。 

○１番（脇四計夫君） 私は、日本の医療制度、社会保障制度がすぐれているというふうには 

どうしても考えられません。国際比較で見ましても、税負担と社会保障の負担を給付との関 
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係で見ますと、日本は４割であります。アメリカは53％、イギリスは60％、スウェーデンで 

は75％というふうになっています。まだ日本の社会保障への税の使い方というのは低いもの 

があります。 

そこで、答弁いただきました具体的な数字でありますが、国保税についてであります。４  

つの基準によって国保税が決められているということでありますが、資産割が、固定資産税 

の40％が国保税としてプラスをされているということであります。均等割、平等割は低く抑 

えているということではありましたが、今、市町村合併が進む中で、県下で資産割40％とい 

う、そのような自治体はないと考えますが、当局、把握していましたら答えてください。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問、国民健康保険税について、町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） それでは、お答えいたします。 

資産割につきましては、これは議員さんもご存じのように、国民健康保険税におきまして 

は４方式が現在一般的な主流になっております。その内訳といたしましては、先ほど申し上 

げましたように、応能割ということで、各被保険者の能力に応じた所得割、資産割、そして 

応益割というのはすべからく均等割、均等的に負担をしていただくところの平等割と均等割 

がございます。 

議員さんのご指摘によりますと、申しわけございませんが、富山県内の市町村の中におき 

ましても、当町の資産割の税率は確かに高いわけでございますが、その１点のみをとらえて 

一番高いということでございますが、逆に先ほど申し上げましたように、低所得者の方々に 

つきましては、それぞれ均等に課税されますところの平等割、均等割は富山県内の市町村に 

おきましても最も低いところに位置をしているような税率といたしておるところでございま 

すので、資産割40％だけをとらえて、この税率をもし引き下げるということでありますと、 

申しわけございませんが、他の残る３方式、つまり所得割、平等割、均等割のほうで、さら 

にこの税率を上げなければならないというような事態になるということもご理解をいただき 

たいと存じます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇四計夫君。 

○１番（脇四計夫君） 所得割、資産割は応能負担の部分だという説明であります。確かに所 

得割については、そうだと思います。しかし、朝日町の場合、固定資産税、不動産から利益 

が上がる、都会であれば駐車場だとかというふうなことで利益が上がってくると思います。 

だから応能負担という考えも成り立つかもしれませんが、朝日町でそのような位置づけがで 
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きるのかということもあると思います。現に、逆に富山市や多くの市では、市街地を抱えて 

おる多くの市では、資産割はゼロになっているというのが県下の実態ではないでしょうか。 

私は、よそを上げよとは言っていません。ですから、減税をするその財源をここに求める 

ことも可能ではないかというふうに考えます。確かに平成15年、16年と国保会計単独で見ま 

すと、赤字になっていると。それは決算からもうかがえます。しかし、朝日町の国保特別会 

計は２億を超える基金があり、それに近い剰余金を持っています。ですから、このように国 

の政治がお年寄りの医療やサラリーマンの医療に大きな負担をかけているときだからこそ町 

民の暮らしを守る、福祉を守るために、私は強くこの国保税の減税、要求をいたします。町 

民の多くの人たちが、高いからこそ滞納者が増えてきているのではないでしょうか。その考 

えについて答弁を求めます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問、国保税について、町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） 当町の国保会計におきましては、前年度の繰越金、あるい 

はまた基金等があるから、その分を滞納者が増えているから減税に回すべきでないかという 

ことでございますが、まず第１点目につきましては、この繰越金、あるいは基金等につきま 

しては、これは一朝一夕にしてこれだけの金額になったものではございません。従来からの 

積み重ねとして現在この数字になっているところでございますので、特に滞納者が増えたか 

らということで、これをすべからく減税に回すということに関しましては、町当局のほうと 

いたしましては、否定的な見解を持っているところでございます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇四計夫君。 

○１番（脇四計夫君） 私は、基金が、剰余金が多いから滞納者が増えたとは、質問はいたし 

てはおりません。国保税の負担が大きいから耐え切れなくなっていると質問したわけであり 

ます。これについては、恐らく判断が違うのだということのようであります。 

それと、この問題、いつも国会の動向を見守りたいと言って町の減税を先延ばしにしてい 

るわけであります。既に18年度予算、衆議院を通過し、今月中にも成立をするということで 

ありますから、この大綱ができた以上、見通しは立てられるわけだと思います。ぜひ減税に 

ついての検討をお願いしたいと思います。 

ジェネリックの使用についてご解答をいただきました。これは医師の判断、確かにそうだ 

ろうと思います。どうしてもあなたの病気にはこの薬が一番いいのだと誇りを持って医師の 

人は処方せんを書かれるのだろうと思います。 
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しかし、先ほども答弁がありましたように、処方せんの書き方の中に、特に最近は薬局で 

処方してもらうということが広がっていますから、患者さんができるだけ負担を少なくして 

ほしいと言う場合には、効能が変わらない後発ジェネリック医薬品を使うように。これは町 

立病院でありますし、積極的に推奨できるのではないかと。素人判断ですから一概には言え 

ませんかもしれませんけれども、そういうふうにすれば町民の負担も軽くなるし、国保会計 

の負担も軽減されるということではないかと考えます。 

ぜひひとつ、先ほど報告いただきました比率から見ますと、あさひ総合病院での比率は他 

の公立病院と比べて高いと思いますが、一層の努力をお願いしたいというふうに要望とさせ 

ていただきます。 

次に、少子化問題の中で児童館についてでありますが、当局も認められたように、現在の 

児童館の周りの子どもたちは利用しやすい。だから、歩いていける子どもたちにとっては大 

変いい施設をつくってもらったと父母も喜んでいるところでありますが、バスで通学してい 

る地域、あるいはあさひ野小学校の子どもたちの利用は極端に少ないというわけであります。 

第２の児童館をつくること、時間もありませんので、第４次の総合計画の中でより具体的 

に計画を入れてほしいと思います。 

それから、各自治振興会で学童保育、考えてほしいということでありますが、今現在、ど 

の地域においても学童保育は実施されていません。やはり行政が推進をして、そして１つ、 

２つとつくっていけば、それが見本になっていく。そのように思いますが、これについての 

答弁を求めます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの学童保育について、町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） 学童保育の有用性につきましては、先ほど申し上げたとお 

りでございますが、ただし学童保育というのはすぐできるものというのではございません。 

やはり大事なお子さんを預かるということにつきましては、それなりの受け入れ態勢の確立 

というものが最も重要であろうかと思います。 

先ほど答弁の中でも申し上げましたように、各地域のほうで学童保育を行うとすれば、そ 

れらの受け入れ態勢、つまり端的に申し上げますと、指導者等の確保が果たしてそれぞれの 

地域のほうで可能であるかどうかということも含めて地域のほうと協議をしてまいりたいと 

いうことでございますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

脇四計夫君。 
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○１番（脇四計夫君） 先ほどもいみじくも答えられたように、十分な準備が要る。それであ 

れば、やはり行政がどこか拠点を決めて働きかけていかなければ、自然発生的にはできない 

ものであると思います。ぜひひとつ行政の一層の努力をお願いいたします。 

新幹線残土置き場の跡地についてでありますが、先ほど私が、本質的には地権者のもので 

はないかと考えますがと質問しましたときに、町長は「違う」とつぶやいておられました。 

私は、地域の皆さんが本当につくってもらってよかった。土地を提供したかいがあった。 

そのように思っていただけるような、境の地域の皆さんの声を十分取り入れた施設になるよ 

う期待をいたします。これも要望とさせていただきます。 

最後に、お年寄り世帯、障害者世帯の屋根の雪おろしでありますが、このような制度があ 

ることについて、多くの町民の皆さんはきょう初めて聞いたということがあるかと思います。 

来年からはもっと周知徹底を図って、しかも５つの条件、厳格に規定するのではなく、弾 

力的に運用をしていただくよう要望をいたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、蓬澤 博君。 

〔４番蓬澤 博君登壇〕 

○４番（蓬澤 博君） ４番の蓬澤博であります。平成18年第１回議会定例会におきまして、 

ただいま議長のお許しを得ましたので、さきに通告してあります、高齢者福祉施策について、 

少子化対策について、地域自治組織についての３件について質問をさせていただきます。 

第１点目は、高齢者福祉施策についてであります。 

今議会の提案理由説明の中で、高齢者福祉施策については、介護サービスや予防サービス 

の質と量の確保に努めます。在宅介護支援センター内に地域包括支援センターを設置して、 

要支援認定者に対し介護予防支援や要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者に対する 

介護予防ケアプランの作成を行うほか、総合的な相談窓口としての業務やケアマネジャーへ 

の指導・助言、医療機関を含む他職種の連携を図るための業務を行います。また、あさひ総 

合病院や社会福祉協議会、自治振興会との連携・協力のもと、高齢者が居宅において自立し 

た生活を営むことができる地域社会づくりを推進します。高齢者の生きがいを高め、社会参 

加を促すため、老人クラブ活動やシルバー人材センター運営を支援します。障害者福祉につ 

いては、支援の必要度に応じて公平にサービスを利用できるよう、相談体制の一層の充実と 

きめ細かなサービス提供の推進に努めますとありました。 

それでは、これらの高齢者福祉事業を実施するに当たり、その体制はどのようになってい 
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るのでありましょうか。具体的には、事業に従事する職員数及び要資格要件は具備されてい 

るのか。また、専従職員と兼務職員の配置はどのようになっているのかをお伺いいたします。 

次に、在宅介護支援センター内に「地域包括支援センター」を設置するとのことでありま 

すが、その位置づけと具体的な事業、業務内容をお伺いいたします。また、自治振興会等と 

の連携・協力のもと、高齢者が居宅において自立した生活を営むことができる地域社会づく 

りを推進しますとありますが、各自治振興会との連携・協力関係をどのように整備されるの 

かをお伺いをいたします。 

第２点目は、少子化対策についてであります。 

同じように提案理由説明の中では、すべての子育て世代を支援するため、「子育て応援券 

支給事業」を実施します。また、すべての出生児を対象に「すこやか誕生券事業」を実施し 

ます。児童医療費助成においては、その助成対象を小学校６年生まで拡大し、１人１月当た 

り1,000円を上回る金額について町が助成を行います。また、引き続き不妊治療費助成制度を 

推進します。さらに、「子育て環境整備懇話会」を設置して、保育環境整備を含む今後の総 

合的な子育て支援対策、少子化問題に関し、広く住民や関係者から意見を伺いますと、この 

ようにありました。 

それでは、この子育て支援事業の体制は、前出の高齢者福祉と同じでありますが、その体 

制はどのようになっているのでありましょうか。具体的には、さきの質問と同様に、この事 

業に従事する職員数及び要資格要件はどうなっているのか。また、専従職員と兼務職員の配 

置はどうなっているのかをお伺いいたします。 

また、子育て支援事業の具体的な施策はどのようなものなのかお伺いをいたします。ハー 

ド面のみならずソフト面に対する取り組みはどうなされているのか。また、今後どのように 

進展されるのかをお伺いいたします。 

第３点目は、地域自治組織についてであります。 

昨年中に町内10地区すべての地区で自治振興会が設立されたとのことであります。18年度 

では、自治振興会の組織運営がより円滑に進められるよう、事務職員配置補助及び自治振興 

班の職員による自治会への支援を引き続き行うとともに、役員を対象にした研修会を行うと 

のことであります。 

そこで、お伺いをいたします。 

各自治組織に対し、当局はどのようにかかわりを持ち、またどのようにしようと考えてお 

られるのかをお伺いいたします。 
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また、具体的にどのような支援策を考えておられるのかをお伺いいたします。 

各自治振興会には、防災部門が設けられていると思いますが、この防災部門に対し、必要 

とする事項に対して、ソフト、ハード両面でどのように対処されているのかについてもお伺 

いし、私の質問を終わります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

ただいまの蓬澤 博君の質問に対する答弁を求めます。 

件名１、高齢者福祉施策について、要旨(1)、(2)、(3)及び件名２、少子化対策について、 

要旨(1)、(2)を、町民ふくし課長。 

〔町民ふくし課長林 和夫君登壇〕 

○町民ふくし課長（林 和夫君） それでは、件名１の高齢者福祉施策につきまして、要旨(1)  

から(3)にかけまして、一括答弁をさせていただきます。 

高齢福祉施策の中心的な役割を担う介護保険制度につきましては、昨年６月の改正介護保 

険法の成立によりまして、本年４月から介護予防重視型システムへの転換が図られるととも 

に、高齢者の皆さんの生活を住みなれた地域でできる限り継続して支えるために、高齢者の 

状況やその変化に応じて、介護サービスを中核とした多様な支援を継続的かつ包括的に提供 

するシステムの構築を図ることとしております。 

このため、町におきましては、新たな地域ケアシステムの中核機関として、朝日町在宅介 

護支援センター内に地域包括支援センターを設置することといたしております。 

現在、朝日町在宅介護支援センターにおいては、居宅介護支援事業所、ホームヘルパース 

テーション、訪問看護ステーションを併設し、運営をいたしております。現在、在宅介護支 

援センターにおきましては、保健師、看護師の資格を有する職員を配置することとされてお 

りますので、現在４名の職員を配置し、その内訳は、専従職員１名、兼務職員３名といたし 

ております。また、居宅介護支援事業所につきましては、ケアマネジャーの資格を有する職 

員を５名配置しており、その内訳は、専従職員２名、兼務職員３名であります。ホームヘル 

パーステーションにつきましては、ホームヘルパーや介護福祉士の資格を持つ職員を専従職 

員として９名配置をいたしております。訪問看護ステーションにつきましては、看護師の資 

格を持つ職員４名を配置しており、その内訳は、専従職員１名、兼務職員３名であります。 

地域包括支援センターの設置に伴い、在宅介護支援センター事業の一部が地域包括支援セ 

ンターの業務に移行いたしますが、地域包括支援センターにおきましては、専門職として保 

健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーを配置することといたしております。 
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保健師が中心となり行う業務といたしましては、要支援者を対象とする介護予防ケアプラ 

ンの作成、要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とする介護予防プランの作成な 

どであります。 

一方、社会福祉士が中心となり行う業務といたしましては、地域におけるネットワークの 

構築、高齢者の個別訪問や実態把握、地域ネットワークを通じた相談等が主な業務でありま 

す。 

一方、主任ケアマネジャーが中心となり行う業務といたしましては、地域におけるケアマ 

ネジャーに対する指導・助言、医療機関その他関係職員との連携・協働による支援体制づく 

りなどであります。 

また、地域自治組織との連携・協力につきましては、現在、地域の高齢者を対象とした介 

護予防事業として、各地域において実施しておりますふれあいいきいきサロンを引き続き継 

続して実施するほか、三世代交流事業につきましては、三世代交流文化事業及び交流スポー 

ツ事業として再編成をし、地域自治組織に事業を委託することといたしております。 

さらに、敬老会開催事業につきましても、地域自治組織に委託することといたしておりま 

す。 

また、中央公民館で実施をしておりますナイスシニア教室を再編成し、新年度は新たに生 

涯にわたり運動を継続する姿勢を養うとともに、寝たきりにならないよう楽しみながら体力 

づくりができるきっかけづくりを目的とした「シニア元気自慢教室」、健康、教養、福祉な 

どの活動を通じて、心豊かな暮らしの充実を図ることを目的とする「シニア知的生活教室」 

を各地域自治組織の公民館に事業を委託することとしており、これらの事業を通じ地域自治 

組織と連携をし、地域住民の健康と福祉の増進を図ってまいりたいと考えております。 

次に、件名２の少子化対策についてお答えいたします。要旨(1)の子育て支援事業の体制、 

要旨(2)の子育て支援事業の具体的施策についてお答えをいたします。 

当町では、子育て支援に関する施設として、保育所、子育て支援センター、児童館を運営 

いたしております。その体制につきましては、それぞれ国が定める基準や実施要綱に基づき 

人員を配置しているところであります。 

保育所にあっては、厚生労働省の児童福祉施設最低基準に基づきますが、各保育所には総 

数で51人の保育士を配置し、その内訳は、町保育士45人、臨時保育士６人、調理員は総数13  

人で、町調理員12人、臨時調理員１人の内訳となっております。また、ひまわり幼児園に併 

設いたしております朝日町子育て支援センターにあっては、厚生労働省の定める地域子育て 
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支援センター事業実施要綱に基づき、２人の職員を配置し、町保育士１人、臨時職員１人で 

運営をいたしております。また、児童館においては、児童福祉施設最低基準に基づき、町職 

員１人、教諭資格を有する臨時職員１人で運営をいたしております。 

なお、これらの職員はすべて専従としているところですが、保育所等におきましては、土 

曜交流保育や繁忙時等におきましては互いに連携・協力をする体制をとっているところであ 

ります。 

次に、ソフト面に関しましては、保育所におきましては、多様化する保育ニーズに対応し 

た延長保育や乳児保育、障害児保育などの特別保育を実施するほか、高齢者ふれあい保育や 

学童・生徒との交流を通じて児童の社会性を培うための地域ふれあい保育、小学校と各種の 

交流を行う保育所・小学校ふれあい事業などの実施により、一層の運営の充実を図ってまい 

ります。 

また、子育て支援センターにおきましては、ひまわりサロン、赤ちゃん広場、なかよし広 

場などに子育て世代が気軽に参加をして有意義に交流や相談、情報交換ができるよう、魅力 

ある運営に努め、子育て中の母親などが陥りやすい孤独感や育児不安の解消に役立てている 

ところであります。 

なお、平成18年度におきましては、「ファミリーサポートセンター事業」に着手をし、子 

育て世代を地域ぐるみで支援していく体制を構築していくことにより、安心して子どもを生 

み育てられる環境づくりを目指してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、件名３、地域自治組織について、要旨(1)、(2)、(3)を、総務政策課長。 

〔総務政策課長吉田 進君登壇〕 

○総務政策課長（吉田 進君） 地域自治組織について、要旨(1)、行政のかかわりについて、 

要旨(2)、具体的支援策について、要旨(3)、防災部門についてお答えいたします。 

地域自治組織につきましては、町内に10ある地区をそれぞれ１つの自治組織としてとらえ、 

各地区において町内会を初めとする地区内の各種団体が参加し、住民の自主性、主体性の理 

念のもとに、昨年全地区において自治振興会を組織していただいたところであります。 

自治振興会が地域に根づいた芸能文化の継承を初め、地区の施設の管理運営やスポーツ大 

会、文化祭、敬老会のほか、地区ごとの独自性のある事業の展開を目指すとともに、各部会 

が互いに連携し合うことで地区全体の振興に寄与するものと考えております。 
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町とのかかわり合いにつきましては、各地区の自治振興会は、地区の人口や地形、歴史な 

どその地区ならではの特性があり、地区の課題もさまざまであることから、町といたしまし 

ては、各地区在住の職員を担当として配置し、画一的ではなく地区の実情に即した支援がで 

きるよう努めております。あわせて、地区の組織運営や事務員の設置に要する経費に対して 

も財政的な支援を行い、人的・財政的な面でサポートしております。 

自主防災組織に対する具体的な支援につきましては、設立に向けた支援といたしまして、 

自治振興会、町内会を対象として、自主防災組織の目的や組織体制、活動内容について、設 

立に向けた説明会を開催いたしたいと考えております。 

資機材の整備といたしましては、自主防災組織の設立時に富山県の地域防災力向上支援事 

業を活用して整備を行うものであり、内容につきましては、初期消火や救助・救護、避難な 

ど、自主防災組織が災害時に使用する資機材を整備していただきたいと考えております。 

現在提出しております平成18年度当初予算案では、１つの自主防災組織に対して30万円ま 

での補助を行うこととし、30組織程度の設立を見込んでおります。どの地区にどれぐらいの 

組織までという制限は設けておりませんが、これらの自主防災組織の設立や資機材の整備に 

当たっては、原則として町内会を単位として取り組むこととしており、自主防災組織には災 

害時の初期消火や避難などの活動のほかに、平常時の普及啓発活動、資機材の維持管理や更 

新を独自で行うことなどをお願いすることとしております。 

また、自治振興会の防災担当部には、富山県が開催する自主防災組織のリーダー研修に本 

年も引き続き参加をいただきまして、地区の防災に関し主体的に取り組んでいただけるもの 

と思っております。 

そのほか、町では、自治振興班において防災担当部を初め、各地区の自治振興会の状況に 

ついて情報の集約や意見交換を適宜行っており、防災を含む組織の基本的な事項について自 

治振興会連絡協議会にお伝えするとともに、自治振興班地区担当者を通じ、自治振興会に情 

報の提供を行うこととしております。 

以上であります。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） どうもありがとうございました。 

何点か確認と質問をさせていただきたいと思います。 
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厳しい財政状況の折、さきに脇山議員が職員定数の問題を質問したりしておりますが、決 

して職員を削りなさいということではなくて、厳しい財政状況の中で職員数をやりくりして 

質の高いサービスを提供していただきたい観点から質問をさせていただきます。 

端的に言いまして、高齢者福祉施策についてそれぞれ資格を持った方が従事、専従なり兼 

務なりしておられるわけですが、正直なところ、先ほど言われた各施設での人数、専従者、 

兼務者、特に専従者についてその人数で今満足しておられるかどうか、まずその点からお伺 

いいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） 高齢者福祉施設等におきましては、それぞれ先ほど申し上 

げましたように、最低基準とか要綱でもってこれだけの人員を配置しなさいという基準が定 

められておりまして、当町におきましては、そのとおりの人員を配置しているところでござ 

います。 

しかしながら、今ご質問のありましたように、例えば高齢者の介護プラン作成等におきま 

しては、それぞれの季節とか時期等によりましても数の増減というものは当然あろうかと思 

いますが、当町におきましては、利用者の皆さん方に決してご迷惑をおかけするような人員 

配置はいたしておりませんので、今後とも利用者の皆さん方のニーズというものを最優先に 

いたしまして、適正な人員配置に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） 最低限確保しているという答弁でありましたが、最低限確保している 

中に非常に苦しい部分があります。というのは、兼務発令をした者を充てて最低限をクリア 

していると。時期的な業務の過不足はあるかもしれませんが、絶対数として不足しているの 

ではないかなと思うのが私の本心であります。 

そこで、地域包括支援センターの中に社会福祉士１人を置くと。新しい設置でありますの 

で、これは現在いる職員の中におられるのか、新たに採用する職員で充足されるのか、その 

点をお伺いいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの地域包括支援センターについて、町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） 地域包括支援センターの設置に伴いまして、新しい職種の 

資格取得職員の配置ということで社会福祉士が義務づけられたところでありますが、当町に 
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おきましては、在宅介護支援センター内に社会福祉士の資格を持った職員がおりましたので、 

その職員を地域包括支援センターの社会福祉士として配置をする予定でございます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） なれた方がその資格を持っておられたということで、新しく設置する 

地域包括支援センター、滑り出しはまあまあいいのかなと思っております。 

それでは、ケアマネジャーの件でありますが、１人当たり何件ぐらい担当しておられます 

か。 

○議長（梅澤益美君） ケアマネジャーについて、町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） ただいまのところ、５名のケアマネジャーで対応いたして 

おりまして、平均いたしますと、おおむね、50件強という形でございます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） １人50件強というのはかなり多いと思いますが、１人35件程度という 

目標があるのではないでしょうか。この点について、ちょっと。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） それでは、ご説明申し上げます。 

現行の居宅介護支援事業所の要項によりますと、１人月50件ということでございますので、 

現行においてはほぼ充足しているものと考えております。また、新年度から適用されますケ 

アマネジメント件数につきましては、１人月35件というふうな内容が示されておりますが、 

我々のほうといたしましては、新年度におきましてはケアマネジャー１名をまた新たに採用 

することといたしておりますので、35件になりましても、当然35件をクリアすべく人員配置 

を行いたいと思っておりますし、また一部地域包括支援センターで行うところの要支援者に 

つきましては、必ずしも在宅介護支援センターのほうでのみ取り扱うものではございません 

でして、当然他のケアマネジャーさんでありますとか、あるいはまた施設のケアマネジャー 

が担当されている部分もありますので、現在私どもといたしましては、新年度におきまして 

は、おおむね１人平均35件という形での人員配置を考えておるところでございます。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 
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○４番（蓬澤 博君） かなり激務でありますので、なるべく基準といいますか、目標に近く 

なるように、今後とも配慮していただいて、高齢者福祉施策を進めていただきたいと思いま 

す。 

次に、少子化対策であります。 

18年度予算書で、例えばすこやか誕生券であるとか、子育て応援券支給事業、特に誕生券 

については、あさひ商品券をもってお祝いとして商業の活性化にもつなげようということで、 

非常にいいのかなと思っておりますが、そういうハードばかりではなくて、育児・介護休業 

法の改正によってソフトの面で、町内企業のみならず町内に住居を有している方々がそうい 

う制度上の優遇と言ったらおかしいのですが、制度上の利点を生かせる余地がいっぱいある 

わけなので、そういうところをどういうふうに働きかけていかれるのかお伺いをいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） これにつきましては、きのうも申し上げたとおりでござい 

ますが、育児休業並びに介護休業法等の改正によりまして、それぞれ適用労働者の拡大の範 

囲でありますとか、あるいはまた取得する期間の延長等がございましたので、こういうもの 

につきましては、すべからく労働者の権利としてあるわけでございますが、やはり雇用者側 

の立場というものもございますが、当町におきますところの各事業所等につきましては、機 

会があれば、ぜひこういう制度の利用方についてご協力いただきたいということで、関係団 

体等を通じまして、よりまたＰＲに努めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） ありがとうございます。 

この件に関しては、雇用する側にとっては、いい話ではありません。いい話ではありませ 

んというのは言い方がおかしいのですが、雇用する側にとってもいろんな面を考えて推進し 

ていかなければいけない部分でありますので、そのあたりを町民ふくし課長のみならずまち 

づくり振興課長さんも協力して、関係団体へ機会があればどんどんＰＲをしていただきたい 

なと。それでこの制度の積極的な推進を図っていただきたいと思います。 

それで、少子化の問題で、学童保育という面でありますが、例えば富山市では、保育所で 

放課後、学童保育をやっております。このあたり、当町ではどういうふうにお考えになって 

いるかお聞かせください。 
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○議長（梅澤益美君） ただいまの学童保育について、町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） 学童保育の場所については「保育所」という限定したお言 

葉でございましたが、当町におきましても、県内の保育所で学童保育をやっているという事 

例は聞いておりまして、現場の保育士さん等とも協議をしたことがございますが、その中に 

おきましては、現在、やはり小さな保育児童と、そして一般的には小学校に入っておられる 

学童の皆さん方の同居と申しますか、学童保育と通常保育が同居することは施設管理上、あ 

るいはまた子どもたちの現状からして非常に難しいのではないかという意見を聞いていると 

ころであります。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） 難しいことは重々承知の上で今伺っておるわけなのですが、そうしま 

すと、例えば今ありますひまわり幼児園を利用した学童保育の場合、ひまわり幼児園は、ど 

ちらかといえば保幼一元化という意味合いのものであるかと思います。保幼一元化であれば、 

文部省の教員免許を持った方もおいでになるわけですよね。そういうことを考えれば、学童 

保育の場に充てることができるのではないかと思う１点。そしてまた、保育所でそれができ 

ないとなれば、先ほど脇議員も学童保育の箇所として新たな児童館の建設ということを思っ 

て質問をされていたと思いますが、その点に関してもう１度お尋ねをいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

町民ふくし課長。 

○町民ふくし課長（林 和夫君） 学童保育につきまして、具体的な施設名として「ひまわり 

幼児園」ということでお話がございましたが、ひまわり幼児園の保育士等にも伺ったわけで 

ごさいますが、特に近年延長保育、つまり４時半までの通常保育を超えて延長保育を希望さ 

れるお子さんが増えてきたということで、その延長保育の中におきましては、やはりゼロ歳 

児からそしてまた年長児までと非常に幅広いお子さんが延長保育の対象となっているところ 

から、従来ですと１カ所の場所で延長保育が可能でございましたが、そのように年齢階層に 

よりまして延長保育についても別々の部屋でやらなければいけないというようなこと等もご 

ざいまして、先ほども申し上げましたように、各保育所におきましては、通常保育と、そし 

てまた学童保育の同居というものは非常に難しいという意見でございました。 

また、先ほど話がございましたように、第２の児童館建設ということにつきましては、先 

ほどの脇議員さんのご質問の中でもお答えをいたしましたが、町のほうといたしましては、 



 - 150 - 

学童保育というものに関しましては取り組んでいきたいというふうに考えておりますが、そ 

の場所につきましては、保育所ということではございませんでして、やはり現在各地域のほ 

うにおきまして小学校の跡地に建てられました施設等がございますので、そのような施設を 

利用して学童保育ができないかということにつきまして、指導者の確保等を含めまして、地 

域の皆さん方のご意見を伺って進めてまいりたいというふうに考えているところでございま 

す。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） 既存の施設、そして学校跡地に建てられた施設を利用しながら、今も 

ろもろを検討しておられるということでありました。 

跡地利用の施設を使ってということになりますと、各自治振興会のかかわりという点が出 

てくるかと思いますので、次は地域自治組織に質問を移らせていただきたいと思います。 

総論としまして、各10地区の自治振興会に総務政策課の所管事項であって自治振興班の方 

が、常勤ではありませんが配置されているということでありますが、それでは自治振興班の 

方々が各自治振興会の中でいろんな質問なり相談なりがあったときに、すぐに答えることの 

できるような対応策がとられているのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

総務政策課長。 

○総務政策課長（吉田 進君） 総務政策課の中に自治振興班がございまして、地区在住の職 

員１人をその自治振興班の担当として配置しております。 

今ご質問の、その地区における問題といいますか、そういったものが自治振興班の職員で 

―いろいろ地区からの質問なり問題があったとき、その対応の仕方ということだと思いま 

す。 

画一的なものはございませんが、そういった問題等出てきますと、各地区にも関連するこ 

とにつきましては、10地区の職員がおりますが、集まりまして、そういった各地区から出て 

きたいろんな問題といいますか、課題に対しましては、お互いに調整しながらそのような対 

処の仕方といいますか、方向性を見出しているというところであります。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） ちょっと質問の仕方が下手だったのかなと思います。 
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昨年、10地区で設立されております。ただ、今後もろもろ整備していかなければいけない 

事項がかなり残っていると思います。それぞれいろんな部があります。その部の中での決め 

事であるとかというものがあろうかと思います。とりあえずは、何々地区に何々振興会を置 

く、次の部を置くというような決めになっておるかと思います。責任者はだれだれというと 

ころまでだと思います。 

それぞれの自治振興会を運営するに当たって、一般的な規則の例であるとか、規則のつく 

り方、そういうマニュアルを持っておられるかどうかという意味での質問でありました。そ 

の点についてもう一度お伺いいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

総務政策課長。 

○総務政策課長（吉田 進君） 地域自治組織の組織化に当たりましては、全体のものの、自 

治組織の体制とかそういったものの規約につきましては、こちらのほうで事例といいますか、 

モデルを示しまして各地区にご案内を申し上げたところであります。 

ただ、各部門といいますか、各部につきましては、そういった部をおつくり願いたいとい 

うことで設置していただきましたけれども、その各部に対しての細かい取り決めとかマニュ 

アルというのはつくっておりません。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） 私の思いとしては、なるたけ自治振興班の方がその会議に出ておられ 

たときに、ちょっとちょっと、この動かし方どうするんだとか、この運用の仕方どうすれば 

いいんだろう。どういうふうに書けばいいんだろうという場合、即答できるような事例集、 

マニュアル等を渡してあげたほうがいいのではないかなと思います。 

次の質問に移ります。 

具体的な支援策については、事務員の補助であるとか、いろいろとございました。それで 

は、防災部門に関してお聞きをしますが、今、１町内30万円として30町内900万円という予

算措置が計上されております。この場合、それぞれ、例えば30町内すべてが県のほうへ申請で 

きるという場合に、自主防災組織の規約であるとか、資機材の管理要項を決めなければなら 

ないことになっております。 

前段の質問と同様になりますが、各自治組織で自主防災組織の規約のつくり方、資機材の 

管理要項、管理規則、そういうものの例を示されて、つくってくださいというか、助成しま 
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すのでつくってくださいという指導をされているのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの防災部門について、総務政策課長。 

○総務政策課長（吉田 進君） 18年度予算でありますので４月から動くことになりますけれ 

ども、まずは自治振興会なり町内会、そういったところに設立の方法のご説明を申し上げた 

いというふうに考えております。それで、自主防災組織で、組織でありますので規約は必要 

なものでありますので、その規約のモデル的なものをこちらから示していきたいというふう 

に考えております。それで、いろんな自主防災組織のリーダー研修も先ほど申し上げました 

けれども、そういったところの研修もありますよという形でまたご案内もさせていただきた 

いというふうに思っています。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） これから示していきたいという、今後の話ということで受け取ってよ 

ろしいわけですね。 

既にこういうお話をされていて、防災組織をつくってくださいと。入り口だけの話で、助 

成を得る場合にはこういう規則を用意しておかなければいけないですよという話はまだ言っ 

ていないという理解でよろしいですか。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

総務政策課長。 

○総務政策課長（吉田 進君） 各町内を単位として自主防災組織をつくっていただきたいと 

いうことで予算計上しておりますが、各町内なりに、そのアクションはまだ起こしておりま 

せん。 

○議長（梅澤益美君） ただいまの答弁でよろしいですか。 

蓬澤 博君。 

○４番（蓬澤 博君） この補助金をいただくときに、申請書を出すときにその規約をつくっ 

ただけではなくて、それを添付しなければいけない。自主防災組織の規約並びに管理要項的 

管理規則、それを添付しなければいけないという形になっております。その作成は、各自主 

防災組織ごとに作成するという条件が、これはそういう言葉が添付書類の中に入っておりま 

す。そのあたりを各自治組織、自治会長さんであるとか防災部門の責任者の方にしっかり説 

明していただいて―そういう規約を整備しないことには県の助成もおりません。そのあた 

りの指導といいますか、相談ごとも含めて、吉田課長さんが先頭に立って自治振興班の皆さ 
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ん方とスクラムを組んで適正な形で補助を得るような形を速やかにつくっていただきたいな 

と。これは要望いたします。 

いずれにしましても、当町が少子高齢化著しい時期、お年寄りには健康で長生きしていた 

だきたい。少子化対策については、元気な子が健やかに育つと同時に新生児にたくさん生ま 

れていただきたいということで、少しでも過疎化に歯どめをかけたい。その過疎化に歯どめ 

をかけるにはいろんな条件があるんですよと。そのハードル１つ１つ乗り越えていかないと、 

途中で棄権しなければいけない場合も出てくるかもしれません。そういうこと等を含めまし 

て、当局には大変であろうかと思いますが、一生懸命各振興会と一緒になって進めていただ 

きたいことを要望しまして、私の質問を終わります。 

○議長（梅澤益美君） 以上をもって町政に対する一般質問を終結いたします。 

───────────────────────────────────────── 

◇議案の委員会付託 

○議長（梅澤益美君） お諮りいたします。 

上程されております、議案第１号平成18年度朝日町一般会計予算から議案第28号地方 

自治法第179条による専決処分の件専決第１号平成17年度朝日町一般会計補正予算（第５  

号）までの28議案は、これを朝日町議会会議規則第38条第１項の規定により、それぞれ所管 

の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（梅澤益美君） ご異議なしと認めます。 

よって、上程されております議案第１号から議案第28号までの28議案をそれぞれ所管の常 

任委員会に付託することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────── 

◇請願・陳情の委員会付託 

○議長（梅澤益美君） 次に、請願及び陳情を議題といたします。 

今期定例会までに受理いたしました請願・陳情は、次のとおりであります。 

請願２件。 

一つ、五箇庄小学校の存続と早期改築に関する請願書。請願者五箇庄地区自治振興会、 

会長、清水勇、ほか1,507名。紹介議員吉江守熙議員、河内正美議員、河内邦洋議員。所管 

総務教育委員会。 

一つ、ＪＲ越中宮崎駅に駐輪場の設置を求める請願書。請願者水島傳二、ほか155名。紹 
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介議員河内正美議員、水島一友議員、脇四計夫議員。所管産業経済委員会。 

陳情１件。 

「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情。陳 

情者富山県国家公務員労働組合協議会、議長、櫻井康晴。所管総務教育委員会。 

以上であります。 

この際、請願について、紹介議員から説明を求めます。 

五箇庄小学校の存続と早期改築に関する請願について、吉江守熙君。 

〔１３番吉江守熙君登壇〕 

○１３番（吉江守熙君） 議長の許しを得まして、五箇庄小学校の存続と早期改築に関する請 

願書の説明をいたします。 

皆様方に配付してあります用紙のとおりでございますので、朗読をもってお願いしたいと 

思います。 

この請願者は、五箇庄地区自治振興会会長・清水勇さんと五箇庄小学校ＰＴＡ会長・山岸 

寿一さん、それから五箇庄地区保育所父母の会・殿村等さんらであります。また、紹介議員 

は、私、13番の吉江であります。そしてまた、河内正美議員、河内邦洋議員であります。 

それでは、趣旨を朗読して説明にかえさせていただきます。 

１．地震や台風などの災害から子供を守りたい 

現校舎のほぼ半分は大正７年に建築されたもので、約90年も経過しており老朽化が著しく、 

大きな地震や台風等の災害が発生したとき、必ず幼い子供達が犠牲になることは確実です。 

地域住民として、父兄の親として少しでも早く安心できる環境の中で子供達を守ってやり 

たい。 

２．まず、校舎を改築して頂きたい 

五箇庄小学校校舎の約半分は特に著しく老朽化しておりますが、地域住民の希望はまず安 

心して授業が受けられるよう教室を改築して頂きたい。（付属の理科室、音楽室、トイレ等 

含む）そして、講堂は昭和38年に建て替えられており若干年数が経過しても耐えられると考 

えます。校舎（教室）改築を第一期学校施設改築工事とすれば、講堂改築の第二期施設工事 

の年数がずれることにより、町の財政面でも取り組みが容易になるのではと考えます。 

３．五箇庄小学校の児童数は減少していないこと 

五箇庄小学校の児童数はほとんど減少しておらず今後とも学校を存続させることは十分可 

能であり、むしろ120人程度の小学校は理想的な教育環境だと考えます。 
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町の財政事情も理解できますが教育には十分な投資を頂きたい。 

４．地域の発展の為にも小学校は必要である 

小学校や保育所が近くにあることが住み良い町作りの条件であると考えます。五箇庄地区 

は朝日町のベッドタウンとして住宅が増加しているが今後の地域発展のためにも五箇庄小学 

校は必要であり、五箇庄地区地域住民総意の願いであります。 

何とぞ審議のほどよろしくお願い申し上げまして、紹介の弁とさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 

次に、ＪＲ越中宮崎駅に駐輪場の設置を求める請願について、水島一友君。 

〔８番水島一友君登壇〕 

○８番（水島一友君） ＪＲ越中宮崎駅に駐輪場の設置を求める請願書であります。請願者は 

朝日町境、水島傳二ほか155名。紹介議員は、私、水島、そして河内正美議員、脇四計夫議員 

であります。 

請願の趣旨と請願事項を朗読させていただきまして、請願書の説明にかえたいと思います 

ので、よろしくお願いいたします。 

請願の趣旨。 

ＪＲ越中宮崎駅は、境地区・宮崎地区の住民が通勤、通学や行商の人たちが毎日利用する 

駅です。また、ヒスイ海岸を訪れる観光客が下車する駅でもあります。 

しかし、越中宮崎駅前には駐輪場がなく、自転車を利用している人は、やむなく駅前の空 

き地に駐輪しており、雨や雪の日には濡れて不便をきたしています。 

また、観光客には、放置状態になっている自転車は見苦しく、防火水槽の上にも駐輪され 

ている現状にあり、改善を要望する住民の声が強くあります。さらに、近隣の駅前には、ど 

この駅にも駐輪場が設置されており、駐輪場を設置することを求めます。 

貴議会において、本請願をご採択願いたく別紙地域住民の署名156名分の請願書を添えて、 

請願いたします。 

請願事項。 

ＪＲ北陸本線・越中宮崎駅前に駐輪場を設置すること。 

以上であります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（梅澤益美君） どうもご苦労さまでした。 
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請願２件、陳情１件は、所管の委員会に付託いたします。 

以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。 

───────────────────────────────────────── 

◇次会の日程 

○議長（梅澤益美君） 次に、次会の日程を申し上げます。 

明16日及び17日は総務教育委員会、福祉厚生委員会、産業経済委員会、20日は議案調査日、 

22日は本会議を再開いたします。 

───────────────────────────────────────── 

◇散会の宣告 

○議長（梅澤益美君） 本日は、これをもって散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後３時３１分） 


